
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         少子社会の多面的検討特別委員会報告   
 
 
 
                                 
    少子社会の現状と将来を考える    

                                         

          

                                         

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              平成１２年５月２９日  
 
 
 
 
 
 
 
                日本学術会議          

                                         

            少子社会の多面的検討特別委員会             

  
 



 

 

               目    次 

 

○  要  旨 

 

・．はじめに    １ 

 

・．少子化の原因と背景    ２ 

 １．厚生白書から    ２ 

 ２．女子大生の意識調査    ３ 

 ３．欧米先進国にみる少子化    ４ 

 

・．少子化の問題点    ６ 

 １．経済成長の低下    ６ 

 ２．社会保障における受給と負担のアンバランス    ６ 

 ３．子どもの成長・発達に及ぼす影響    ６ 

 ４．少子化の意味するもの    ７ 

 

・．様々な視点から    ８ 

 １．発達心理学の立場から    ８ 

 ２．少子化と教育    ８ 

 ３．地球環境と人口問題    ９ 

  ４．社会法の視点からみた少子社会   １０ 

 ５．経済の側面から －少子均衡社会の問題－   １１  

 ６．社会学の立場から －女性学的視点－   １２  

 ７．生物学の立場からみた少子化   １３ 

  ８．少子化とエネルギ－問題   １４ 

 ９．住宅問題と少子化 －３人の子どもと暮らすために－   １６ 

１０．農学分野における少子化の課題   １７ 

１１．少子化の家政学的考察 －子どもの食生活について－   １９ 

１２．医学と健康の立場から   ２０ 

１３．少子化対策としての不妊治療   ２２ 

 付．いわゆる三歳児神話について   ２４ 

 

・．少子社会への対応   ２５ 

 １．当面の対策と要望   ２５ 

 ２．活力ある少子社会の構築   ２６ 

 

・．おわりに   ２９ 

 

○ ヒアリングの記録   ３０ 

○ 参考文献   ３１



 

 
 要    旨 

 
 ２１世紀の日本は少子高齢化によって深刻な影響を受けると予想される。 

 現在急速に進行しつつある少子化は、やがて生産人口の減少と高齢者人口の増加に 

より人口構成の歪みをもたらし、経済、社会に甚大な影響を与え、国や社会の活力の 

低下を来すことが憂慮されている。その影響は日本国内に止まらず、国際社会にも悪 
影響を及ぼすことも指摘されている。 

 具体的には以下の５点に要約されよう。 

・ 労働力人口の減少による経済成長の低下（需要と生産力が低下）。 

・ 若者の減少による社会の活力の低下 

・ 社会保障負担の増大（年金、医療、介護、福祉等の現役世代の負担増） 
・ 子どもの健やかな成長に対する影響（自主性、社会性等の発達が阻害） 

・ 地域社会の変貌（過疎化、住民サ－ビスの低下等） 

 従って少子化の速度を出来るだけ緩やかにする努力、すなわ出生率の上昇へ向けて 

あらゆる努力を試みるべきである。急速な少子化に歯止めをかけ、少子高齢社会に耐 

えうる社会・文化システムを構築しなければならない。 
 
 種々の調査結果によれば、結婚している夫婦で望ましい子どもの数は３人と答える 
人が多いにもかかわらず、実際の子どもの数は２人ないし１人であり、その理由とし 

ては、以下の３点が挙げられている。 

・ 子育ておよび教育の費用が高い 

・ 仕事と子育ての両立が難しい 

・ 子育ての体力的、心理的負担が大きい 
 今日の日本の若い夫婦にとって、子どもを産み育てていくための経済的負担が大き 

く、結果として子どもを減らすという選択が取られている。また近年女性の就労意欲 

が高まっている一方で、働く女性に対する企業や社会の理解の遅れ、そして子育てを 

支援する社会システムが不充分なため、仕事との両立が困難な状況にある。したがっ 

て具体的には、産みたい人には、安心して子どもを産めるような社会環境を整備して 
いくことが重要である。適切な対策が取られれば、フランスや北欧諸国で見られるよ 

うに、出生率の回復は期待できよう。具体的な対策を要約すれば、 

・ 育児手当ての大幅な増額、育児休業の普及 

・ ニ－ズに応じた多様な保育サ－ビス 

・ 子育て支援センタ－の充実 
等の施策が挙げられる。この際特に注意すべきは、子育て支援は子どもの立場を最優 

先し、子ども達の健全な発育に充分配慮されなければならない。最近は「キレる子ど 

も」に象徴されるように「心の問題」が重視されている。特に幼児期、学童期の教育 

の重要性は論を待たない。個性尊重の教育は、一人一人に目の行き届く少人数学級が 

望ましい。 
 
 少子化の最大の要因は未婚率の上昇と晩婚化が進んだことであるが、その原因とし 
て、育児に対する負担感、個人の価値観、結婚観の変化があり、さらにその背景には 

家庭よりも仕事を優先させることを求める企業風土、根強い固定的な男女の役割分担 

意識、育児における母親の孤立、不安感などがあると推測されている。これは戦後日 

本の高度成長を支えてきた体制そのものが、未婚率の上昇をもたらし、結果として少 

子化に至っていると言える。個人が結婚や出産を望んだ場合に、それが妨げられない 
社会が望ましいのは当然である。そのためには、まず「男は仕事、女は家庭」という 

男女の役割分業意識や実態を是正し、家庭よりも仕事を優先することを求める雇用慣 

行を改める必要がある。具体的には前述の・～・のハ－ド面の施策と同時に、結婚や 

育児に希望が持て、子育ての持つ楽しみや喜びを夫婦共に実感出来るような、ゆとり 

と潤いのある社会作りを進めていくことが基本的に重要である。 
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・  ．   はじめに   

 

   人口置換水準を維持する合計特殊出生率（１５歳から４９歳までの年齢別出生率を 

  合計したもので、一人の女性が一生の間に生む平均子ども数の理論値）は２．０８と 

  されるが、わが国の合計特殊出生率が２．０を割ったのは昭和５０（１９７５）年で 

  あり、その後徐々に下降し、平成元（１９８９）年に１．５７になり、１．５７ショ 

  ックといわれてマスメディアでも大々的に取り上げられた。それは昭和４１（１９６ 

  ６）年、丙午の年に一時極端に下がった１．５８という数字を下回ったからでもあっ 

  た。その後も歯止めのかかる傾向はみられないどころか、四半世紀以上にわたり下降 

  の一途をたどり、平成６年には１．４７、さらに平成８年には１．３９、平成１０年 

  には１．３８を示し、平成１１年はさらに低下が予想され、年々低下記録を更新する 

  勢いである。 

    人口学者の推測によれば合計特殊出生率が１．３９で永続するとした場合、理論的 

  には１４００年後に日本人はトキ（学名:Nipponia Nippon) の運命になるという。し 

  たがって１．３９よりさらに下がって回復しないと仮定すれば、次のミレニアムを迎 

  える前に日本人は地球上から姿を消す可能性がある。 

   日本学術会議では平成９年７月、第１７期の発足にあたり、少子化を重要な課題の 

  一つとして取り上げ、「少子社会の多面的検討」特別委員会を組織し、今日まで鋭意 

  検討が続けられてきた。少子化についてはすでに社会問題と化して、多くの立場から 

  様々の提言がなされ、特に政府も有識者会議や国民会議を組織して提言や方策をまと 

  め、省庁の枠を越えた政策の推進が開始されている。一方国会議員も超党派で少子化 

  対策議員連盟を結成して、少子化対策基本法の立法化の動きもある。今や少子化対策 

  は国を挙げての国民運動と化した観がある。  

   本特別委員会としては、少子化について特に女性の役割を重視し、女性有識者を中 

  心に各方面からの意見を伺い、さらに学術会議の第１～７各部の学問的立場から委員 

  の意見を集約して報告書をまとめた。 



 

・  ．  少子化の原因と背景       

 

   少子化の原因についてはすでに多くの議論と考察がなされ、特に平成１０年版の厚 

  生白書は少子化を正面から取り上げ詳細に論じている。主な原因は晩婚化、晩産化で 

  あり、本来出生に関わるべき年齢層の人口の未婚者の増加である。晩婚化は都市部の 

  高学歴者に顕著であり、また生涯未婚率も上昇し、男性では１０％に迫る勢いである。 

   結婚した夫婦が子どもを持たない理由は「子育てに経費がかかる」「教育費がかか 

  る」という経済的理由が大きく、第３の理由「家が狭い」を抜いている。妻の年齢が 

  ３５歳を過ぎると「高齢出産はいや」となる。種々の調査の結果、一人の子どもが大 

  学を卒業するまでに要する経費は２０００万円と試算されているが、これを高いとみ 

  るか、それ程でもないかとみるかは議論の分かれる所であろう。 

 

１．厚生白書から 

   平成１０年版厚生白書は少子化を主題に取り上げた。少子化が進み始めた２０世紀 

  後半、特に最後の四半世紀を振り返り、少子化の背景をさぐりつつ、１９９８年１０ 

  月に出された人口問題審議会の報告書を踏まえ、少子化を生み出している社会状況を、

  家族、地域、職場、学校という４つの場について分析し、将来を展望して、国民的議 

  論を展開するために問題提起の書となっている点が、従来の白書とは大きく異なって 

  いる。 

   戦後、２０世紀の後半、日本は豊かさを目指して走り続けてきたが、その間、出生 

  率は下り続けて現在に至っている。日本は結婚や子育てに「夢」を持てない社会にな 

  ってしまっているのではないか、というのが前提である。 

   そこで副題が －子どもを産み育てることに「夢」を持てる社会を－ となってお 

  り、これは提言でもあるが、人口減少社会の深刻さを緩和するために出生率の回復を 

  目指すかどうかは最終的には国民の選択であり、その取組みとしては、結婚や子育て 

  に個人が夢を持てるような社会をつくることであるとの結論である。 

   具体的な対応策として、家庭、家族を大切にすることに力点が置かれ、高度成長期 

  の職場優先の企業風土を是正し、多様な働き方の適切な評価により、男性も女性も家 

  庭や地域での生活と両立する働き方が出来る社会の実現を目指している。特に子育て 

  については、負担が母親に集中することを緩和し、両親が協力して子育ての責任を果 

  たし、地域による支援策も様々な形で講じ、これを強化するため職住近接等、生活圏 

  に合った街づくりが必要としている。 

   育児に関しては従来「母性」の果たす役割が過度に強調されてきた。これはいわゆ 

  る三歳児神話として、「母親は子育てに専念すべきもの」という社会的規範が広く浸 

  透しているが、これは戦後１０数年の間に形成されたものであり、妊娠・出産・哺乳 

  は母親（女性）に固有の能力であるにしても、それ以外の例えばおむつ交換、離乳食 

  を与える、入浴させる、寝かせるなどについては父親によって充分なし得るものであ 

  り、父親（男性）の育児への積極的な参加が必要である。また仕事、家事、育児と三 

  重の負担を強いられる母親 が、育児不安のストレスを感じながら子どもに接するこ 

  とは、母子関係の緊張につなが り、子どもの心身の発達に悪影響を及ぼすのは当然 

  で、その結果乳幼児の虐待につながることもある。また母子の密着関係を見直すこと 

  も必要である。 

   白書では、出生率の回復を目指し、結婚や子育てに個人が夢を持てる社会をつくる 

  ことは、次世代への責任であるとしながら、そのような取組みをするかどうかは、最 



  終的に国民の選択であり、また妊娠・出産に関する決定権を制約したり、個人の生き 

  方の多様性を損ねてはならない、と述べられている。しかし出生率を回復し子育てに 

  夢を持てる社会にするためには、現実は厳しく、今後時間をかけて取り組んでいく必 

  要がある。 

 

２．女子大生の意識調査 

   東京都内の国立及び私立女子大学の学生を対象に少子化に関するアンケ－ト調査の 

  結果を紹介する。対象学生は文科系８４名、理科系９３名、総計１７７名である。 

   何故少子化が進んだかという問いに対して、・女性の社会進出とそれを支える環境 

  整備が不十分なこと、・教育にお金がかかること、・女性の価値観の多様化、の三つ 

  を挙げている。この回答の傾向には文理両系で差は見られず、また一般社会で言われ 

  ていることに他ならない。 

   自分自身の問題として考えた時に、持ちたい子どもの数は２人、３人、１人の順で 

  あり、子どもを１人も欲しくないという学生は、実験系で忙しい生活をし、また将来 

  より忙しい技術系の職業に就く理科系で非常に少ない点が注目される。 

 子どもを持つことが生活に潤いをもたらすと考えている学生が多い。子育てから多く 

  を学び、自分自身が親から受け継いできたものを、後の世代に引き継いでいきたいと 

  いう前向きな姿勢が読み取れる。 

   あまり子どもを持ちたくない、という答えは少なく（１１人）、そのうち一人っ子 

  だったのは少なく（２／１１）、集団保育の経験の無いものとの相関が大きかった（ 

  ７／１１）。少子化が社会生活に与える影響については、年金制度の破綻を最大の問 

  題として捉え、文化の継承を危惧している回答もかなり多い。 

   子ども自身に与える影響について、同世代の人間関係の貧困化、コミュニケ－ショ 

  ン能力の低下を心配している。 

  理科系と文科系では、どちらかというと危機感が強いのは文科系で、理科系の学生 

  は少子化によって適正人口に近づくと楽観的傾向がみられる。しかし数の減少は、集 

  団中の遺伝子の多様性が失われたり、集団自体の生存能力の低下につながると心配し 

  ている。 

   生物学的な観点から少子化を考えた場合の理科系学生の回答は、少子化を否定的に 

  捉えず、仕方のない減少と考えている者が多い。                  

  教育との関連については、教育によって時間はかかるが少子化を解決あるいは乗り 

  越える人間作りが出来るはずと考えている学生が多い。また少子化は教育システム自 

  体を考え直す好機と捉えている。 

   子育てが楽しくない母親が多い理由としては、男性の非協力、社会的なケアシステ 

  ムの不足、母親だけに子育ての責任が押しつけられている現状に問題があると考えて 

  いる。 

   自由記載の意見は、現在世間で言われている少子化の問題点を彼女たちも同様に捉 

  え指摘している。ただ対策については、短期的、場当たり的対策や遠い将来を見通さ 

  ない政策決定に対しては学生たちの見る目は冷静であり、児童手当てや税制などに安 

  易に手を加えるだけでは根本的な解決にならないことを見抜いている。 

   アンケ－トの結果から感じられることは、エリ－ト女子大生たちが子どもを持ち育 

  てることを極めて真摯に考え向き合おうとしている姿勢である。一般には若い女性が 

  自分たちのわがままから子どもを生みたくないという見方もあるが、それは一面的に 

  過ぎないことは明らかである。したがって少子化を悲観的にばかり捉えず、女子大生 

  の前向きな意識を大切にサポ－トしていくことが必要であろう。 



 

３．欧米先進諸国にみる少子化 

   少子化への対応を北欧諸国やかつてのフランスに学ぶべきだ、という声がある。 

    欧米先進国での合計特殊出生率の動向をみると、1965年まではオ－ストリア、デン 

  マ－ク、フランス、ドイツ、イタリ－、スエ－デン、スイス、イギリス、アメリカと 

  殆ど例外なく２．５以上の高い値を示していた。それが１０年後には殆どまた例外な 

  く２．０を割っている（イタリ－のみ２．１９）。したがって少子化はわが国だけは 

   なく、欧米先進国に共通してみられる現象である。むしろ西ドイツは１９８５年に 

  １．３０（同年日本は１．７６）を記録し、他の国も概してわが国以上に急速に進ん 

  でいる。少子化は先進国共通の現象であるが、1994年時点の合計特殊出生率で数字的 

  にかなり悪いイタリ－（１．２２）やドイツ（１．２４）では日本ほど大騒ぎもして 

  いないし、対策も講じていないようである。その理由はヨ－ロッパ諸国では移民の受 

  入れに対して抵抗が少ないためと考えられる。またわが国の場合は、少子化だけでな 

  く、特に寿命が延びて高齢化が急激に進んでいることも危機感を強めている。 

   欧米で何故出生率が低下したのかについては幾つかの見方がある。第一は避妊法の 

  発達、中絶の自由化の影響が大きいとする。第二は結婚行動の変化で、女性の地位、 

  役割の変化すなわち女子の社会進出や高学歴化、男女雇用機会の均等などにより結婚 

  しなくなったこと、これは特に米国の社会学者の見方であるが、わが国もまさにこれ 

  である。第三の見方はユニ－クで、産業革命以後ヨ－ロッパでは子ども中心社会が続 

  いてきたが最近はそれが崩れて、大人本位の社会になってきた、とするもので言わば 

  価値観の変化である。これもわが国でよく当てはまるものであろう。第四には出生率 

  サイクル説とでも言うべき考え方で、子どもの少ない時代に生まれた人は就業が有利 

  になり、結婚・出産が盛んになりベビ－ブ－ムとなるが、そうして生まれた子ども達 

  は自分が成人すると、結婚も就職も厳しい時代を迎えるというものである。さらにい 

  わゆるジェンダ－革命が欧米では強い。 

  先進国における合計特殊出生率と住宅事情（一人当たり床面積）には相関関係があ 

   り、１９９３～９５年の統計で合計特殊出生率の高い順にアメリカ (２．０５) は 

   ６４・、イギリス (１．７６) は４０・、フランス (１．６５) が３４・、日本 ( 

  １．４２) が３０．９・となっている。日本の住宅事情は如何ともしがたい面もある 

  が、それでも利用の仕方によって一人当たりの住宅床面積を上げるよう工夫すべきで 

  あろう。   

    少子社会では特に福祉の立場も重要で、この点は日本は欧米にまだ遅れを取ってい 

  る。欧米の福祉は地域・社会が中心であるのに対して、日本では家庭・家族が中心に 

  なっている。その上父親の育児参加は欧米と日本では歴然とした差があり、日本の父 

  親の育児参加は非常に低い。また一般にＱＯＬ (Quality of Life,生活の質) には３ 

  つのレベルがあり、下から順にHaving (衣食住等) 、Loving (結婚、親子、家庭等) 、

  Being （社会的役割、生き甲斐等) であるが、欧米では男女とも平等に３段階を保っ 

  ているのに対し、日本の女性のBeing は未だ一般的でなく、それを目指す女性が多く 

  なってきたことが少子化につながっている。



 

・  .   少子化の問題点     

 

   少子化はそれ自体が憂慮すべき現象ではなく、高齢化と同時に、しかも急速に進行 

  している所に社会的・経済的な問題が生じるのであり、今後２０～３０年にわたる期 

  間に適切な対応が必要になる。少子化あるいは少子社会についてはすでに多くの識者、

  様々な立場から問題点は論じられているが、人口構成の変化や人口減少の及ぼす影響 

  は１世代先の問題であるために、直接的な問題認識がしにくいものである。しかも少 

  子化が社会問題となる頃に対応したのでは、その効果が出るまでにさらにもう１世代 

  かかるため、深刻さは強まることになる。少子化の影響も対策も世代を超えた問題で 

  あることを認識したい。 

   すでに公にされている多くの報告や本委員会での議論を踏まえた上で、わが国での 

  少子化の問題点は以下のように要約できるであろう。 

 

１．経済成長の低下 

   少子化とは、子どもの減少そしてやがては若者が減少することであり、需要と生産 

  力が低下し国の活力が失われていくことを意味する。少子化の傾向が現状のまま持続 

  すれば、２０５０年には生産年齢の人口は３８％減少するといわれている。ＧＤＰの 

  減少はさらに大きく、農業、教育、住宅その他の生活直結産業に壊滅的な打撃を与え 

  ることが予想される。 

 

２．社会保障給付と負担のアンバランス 

   少子化と高齢化の同時進行は、年金制度と社会福祉サ－ビスに甚大な影響を及ぼす。

  生産年齢人口が減少し高齢者人口が増加するため、年金、医療、福祉等の社会保障の 

  分野において現役世代の負担が増大し、やがては限界に達し制度の維持が財政的に困 

  難になる。平成９年の厚生省の推計によれば、６５兆円（平成７年度）の社会保障給 

  付費が、２５年後の２０２５年には２１６～２７４兆円に増大し、国民所得に占める 

  割合が１８．５％から３０～３５％まで上昇することが予測されている。社会保障給 

  付以外の公費支出が現在の水準 (２０％) で推移したと仮定して計算すると、将来の 

  国民所得に占める公的負担 (租税＋社会保障) の割合、すなわちいわゆる国民負担率 

  は５０％を超える水準になり、現役世代の手取り収入が所得の半分以下に減少するこ 

  とになる。 

 

３．子どもの成長・発達への影響 

   少子化は子ども達の心身の健やかな成長に対しても影響がある。子どもの数の減少 

  により子ども同士、特に異年齢の子どもとの交流の機会が減少し、子ども相互の間で 

  揉まれることが少なくなる。このことは、我慢、思いやり、感謝、友情などを学ぶ機 

  会が減少し、人間として最も大切な心の発達が阻害される。さらに親子関係の変化、 

  特に親や周辺の過保護、過剰期待によるプレッシャ－などにより、社会性や自主性の 

  発達も阻害される。これらはすでに「キレる子ども達」として社会問題にもなってい 

  る。最近の幼稚園、小学校では子ども達が変わってきたと言われ、変わっている子ど 

  もに共通する特徴は「著しい孤独性」であるという。それは必ずしも単純に少子化の 

  結果とは言えず、むしろ少子化を進行させる社会的要因を共通の背景としている可能 

  性もあるが、いずれにせよこのような子ども達が大人になった場合、さらに次の世代 

  に様々な影響を与える筈であり、少子化の影響は子どもの数の問題だけではなく、世 



  代を超えて子どもの質も変えていくことに注目しなければならない。 

 

４．少子化の意味するもの 

   少子化についての様々な議論の中で、現在対応を迫られている最も核心的な問題は、

  急激な少子化が将来の生産年齢人口を減少させる一方で、高齢者人口の比率が今後著 

  しく増加していくため、社会保障・福祉制度を支える人口構成のバランスが崩れ、そ 

  の状態が約５０年続くという点である。出生率が現状のままで推移すれば、経済成長 

  率はある程度維持したとしても、社会保障の負担がそれ以上の急激なスピ－ドで増加 

  するため、国民の実所得はマイナスになってしまう。 

   少子化には、競争社会の緩和、住宅・土地問題の解決、環境への負荷の軽減等、好 

  ましい面が無いわけでは無いが、全般的にみると予測される影響はマイナスと言われ 

  ている。人口の将来推計によれば、現在約１５％である６５歳以上の高齢者の割合は、

  ２０５０年には３２％に上昇し、現在人口の７０％を占めている生産年齢人口は５５ 

  ％まで減少するとされている。そのため生産年齢人口に対する年少人口と高齢者人口 

  の割合は４４％から８３％に上昇する。つまり２０５０年には、生産年齢人口が支え 

  なければならない従属人口は現在の２倍になると考えられる。 

   少子化対策の本来の目的は、今後僅か５０年間におこるこのような急激な人口構成 

  の変化、それによってもたらされる社会構造の変化を、いかに国民全体が受け入れら 

  れるレベルまで和らげ得るかという点にある。



 

・  ．   様々な視点から     

 

１．発達心理学の立場から 

   教育心理、発達心理の観点から少子社会をみると、子どもにとって異年齢、異世代 

  により構成される集団の社会を経験する場が少なくなってきていることが問題である。

  兄弟姉妹の数が平均１．３８人であることは家庭において縦の並びによる遊び、地域 

  における異年齢の集団遊びの機会が激減していることを意味している。遊びを通して 

  育まれるべき知的、身体運動的、社会的行動の発達や情緒の安定性が抑制されている。

  心身のバランスのとれた発達が妨げられ、困難な場面に直面して自己をコントロ－ル 

  出来ず、いわゆる「キレる子ども」の出現につながっている可能性がある。 

   少子化は縦の人間関係でも親子、特に母子の関係で特異な状況を醸成する。子ども 

  が少なくなると親はかなり早期から知的環境の準備に走る。子どもの周辺に、テレビ、

  ファミコン、絵本、知的玩具など、子どもにとっての知的文化財が豊かになる。その 

  こと自体は必ずしも悪い訳ではなく、子どものＩＱ（知能指数）を高めるのに役立つ 

  かも知れない。問題は人間同士の接触や摩擦がすくなくなりＥＱ（情動指数）が低下 

  することである。望ましい人格とはＩＱとＥＱがバランスよく発達することである。 

  少子社会は知育偏重社会に陥ることを警戒すべきである。 

 

２．少子化と教育 

  ・  初等中等教育: 学級定員について 

     少子化はそれ自体が子どもたちにも様々な影響を与えているが、特に教育の現場 

    に於いて深刻な影響を与えている。第２次ベビ－ブ－ムの２５、６年前には小学校 

    の新設や教員の増員が必要であったが、最近では教育系大学出身者で小学校教員に 

    なっているのは非常勤を含め３５％に過ぎず、６５％の卒業生は他の職業について 

    いる。それだけ教員採用の条件が厳しくなって、優れた教員が多くなっている。 

     子どもの教育に与える少子化の影響も大きい。具体的には、・子ども同士の切磋 

    琢磨の機会が減少し、・親の子どもへの過保護過干渉が増強し、・学校や地域での 

    一定規模の集団活動の成立がしにくく、・良い意味での競争心が育たない、などが 

    挙げられる。 

     少子化は学級定員を見直す絶好の機会である。これまで小・中学校の学級定員が 

    ４０人であったが、４０人は教育の場でなく管理の場である。少子化は学級定員の 

    減少を図る絶好の機会であり、幼稚園は１５人、小学校は２５人、中学校は２０人 

    にすれば触れ合いの教育が促進され、一人一人を生かした個性尊重の教育が可能に 

    なり、ひいては将来の青少年の問題行動は少なくなり、極端な「キレる子ども」の 

    出現もなくなるであろう。 

  ・  高等教育への影響 

     少子化の影響は高等教育、とりわけ私学の教育と経営に急速に波及している。端 

    的に言って受験生の減少である。受験生は多くの大学を掛け持ち受験しなくとも志 

    望校に入り易くなったため、全国的に延べ受験者数が急減している。なかでも短期 

    大学と女子大学が犠牲になっている。その結果全体として上位の難関校を除き、学 

    生募集の困難といわゆる 「定員割れ」が私学経営を直撃するに至った。大学間で 

    受験生をめぐる過当競争が生じ、各大学の施設費や学生募集広報費が巨額に達し、 

    教育研究を圧迫し始めている。 

     「競争環境下で個性輝く大学」をつくろうという国の方針は、期せずして早く実 



    現しそうである。サバイバルのために、各大学は他とは異なる差異化戦略を打ち出 

    さざるを得ないからである。それと同時に、大学間で吸収合併、系列化が進むと予 

    想されている。当然大学のリストラも不可避となるであろう。 

     今日、大学は転換期あるいは激動期に入ったともいわれている。少子化がこの転 

    換・激動の原因ではなく、それをプッシュする促進因子と考えられている。国立大 

    学の独立行政法人化の議論も直接少子化に端を発したわけではないが、今後いろい 

    ろな面で影響を及ぼすことが予想される。第２次大戦後の教育改革をはるかに上回 

    る今日の大学改革は、大学教育が質的に新たな段階に入ったことから生じている。 

     教育の段階は進学率により３段階に分けられ、進学率１５％まではエリ－ト教育 

    段階、５０％まではマス教育段階、それ以上になるとユニヴァ－サル教育段階にな 

    るとされる。この第３段階では大学と社会の間はバリアフリ－になり、誰でも何時 

    でも必要に応じて教育を受けることが出来る。教育に対するニ－ズは著しく多様に 

    なるため、従来の教学体系は構造が失われ、極めて弾力的になる。要するに少子化 

    はユニヴァ－サル教育へのシフトを促進しているのである。 

     しかしながら、すべての大学がユニヴァ－サル教育段階に移る訳ではなく、ごく 

    少数の大学はエリ－ト教育の拠点、あるいはＣＯＥ(Center of Excellence,中核的 

    研究拠点) として残るであろうし、一部はマス型の専門職業人の養成を続けるであ 

    ろう。そのように異なる教育段階を担当する複数の大学群が、層をなして共存する 

    ような高等教育の構造を、少子社会は促進しているといえよう。したがって、少子 

    化は「個性輝く大学」の形成にプラスに働くと考えられる。 

 

３．地球環境と人口問題 

   ヒトは文明を手に入れて以来、生活必須要件を拡大させることに成功し、生物学的 

  飽和密度を超えて人口を増大させてきた。地球上の人口は２０００年前には２～３億 

  であったと推定されるが、１８世紀半ばに起こった産業革命以後、爆発的に人口が増 

  えた。推計によれば１７５０年の地球人口６億３千万～９億６千万が１９００年には 

  １５億５千万～１７億６千万と倍増し、その後も加速度的に増加して昨年１０月には 

  ６０億を突破したとされている。 

   人口増加率は１９６０年までが高く、人口爆発という言葉が生まれたが、最近はや 

  や鈍化が起こってきている。それでも２０５０年には国連の推計によれば９０億に達 

  するであろうという。その８０～９０％はアジア・アフリカで占められる。地球は有 

  限の閉じた系であり、人口が増加すれば環境への負荷は避けられない。 

   ６０億のヒトが食料を確保し必要な物資を生産し、生活していくために農業地域を 

  拡大し、森林の破壊が進み、また多くのエネルギ－を消費するために地球の温暖化も 

  問題になっている。そのような状況のもとで、欧米先進諸国も日本も少子化が進んで 

  いる。しかし消費の立場からは、先進国での人口の伸び率は低いけれども、途上国の 

  出生率の高い国よりも問題が大きいとされる。例えばイギリスの人口の伸びは１年当 

   たり１１万６千、年率０．２％、それに対してバングラデッシでは年率２．４％、

   ２７０万人が毎年生まれている。数の上では２３倍であるが、イギリスで生まれた

ヒ 

  トは石油換算で年間２４バレルの燃料を消費する。バングラデッシュのヒトは僅かに 

  ０．３バレルであるから、イギリスは実に８０倍のエネルギ－を消費しており、地球 

  温暖化に対しては途上国よりも先進工業国の方が脅威を与えている。バングラデッシ 

  ュの人口を減らすよりも、先進国の消費レベルを減らす努力をしなければ、現状の改 

  善は望めない。 



   わが国での少子化問題は地球規模の人口問題の中で議論されることが望ましい。そ 

  の論点は、・国際レベルでの問題点、・先進国での問題点、・途上国での問題点であ 

  り、それぞれを整理して対策を考えていくことが不可欠である。 

 

４．社会法の視点からみた少子社会 

   現代法が維持している既存の社会構造は、二つの次元 －資本主義あるいは市場主 

  義という階層的次元と「家父長制」というジェンダ－次元－ が存在している。ジェ 

  ンダ－次元が男性優位の社会秩序を維持しているという考えは比較的新しく、フェミ 

  ニズムによる問題提起であった。それは雇用平等要求、家事労働の無償性の問題、セ 

  クシュアリティの自立・自己決定権であった。 

   いずれも少子化に関係があるが、特に家事労働の無償性に注目したい。資本主義の 

  労働構造は、「支払われる」労働と「支払われない」労働を分裂させ、後者すなわち 

  無償労働はもっぱら女性が行っている「家事労働」であり、それを通じて労働市場に 

  おける女性労働も極めて低く評価されてきた。また妻の無償労働によって得られる利 

  益の享受者が、もっぱら夫であることも大きな問題であった。 

   現行労働法（労働基準法）は男女賃金差別を禁止しているが、有償労働による男女 

  格差は存在し、直接制度的に無いように見えても、例えば出産休暇を取ると昇進が遅 

  れるというような目に見えない差別は存在する。優秀な女子学生も企業に入ると数年 

  でやる気を無くしてしまうような状況である。それでも女性の社会進出は阻むことは 

  出来ないので、子どもを生みたい時に生めるような状況にしなければ、少子化は解決 

  しないであろう。 

 ・ 男女雇用機会均等法をめぐって 

     １９８５年に成立した男女雇用機会均等法は「女性のみ」または「女性優遇」の 

    措置を許容するという片面的な効力を発揮するもので、ＩＬＯはこの不充分性が男 

    女間賃金格差など性差別の維持につながっていると指摘した。１９９７年６月１１ 

    日に国会通過した均等法等整備法はその解消に向けて一歩踏み出している。募集、 

    採用から解雇に至るあらゆる雇用ステ－ジの男女差別を禁止し、過去の差別を是正 

    するための暫定的な特別措置（ポジティブアクション）を奨励し、女性の就労環境 

    を悪化させるセクシャル・ハラスメントの防止に対して事業主の配慮を求めている。 

    しかし日本企業の強固な「家父長的性格」は容易に変化しないので、より一層の対 

    策が必要である。男女の事実上の賃金格差を縮小すること、全国転勤条件を課すな 

    どして事実上女性を総合職から排除するような「コ－ス別雇用制度」を改善するこ 

    と、パ－トタイム労働者など非正規社員と正社員との賃金・労働条件格差を是正す 

    ることなどが緊要の課題である。そのためには、同一価値労働同一賃金原則の導入 

    や間接的性差別禁止規定の創設などが有効であろう。特に育児（家庭）と職業を両 

    立させることを望む女性が非正規労働を選択せざるを得ない現状からみると、早急 

    にパ－トタイム労働法を改正してその就労条件を改善しなくてはならない。 

     子育て支援策としては、労働法上の対策と社会保障上の対策が考えられる。労働 

    法に関しては、出産・育児のための休暇のより十分な制度的保障（出産に関しては 

    ＩＬＯ１０３号条約が改訂される予定) 、出産・育児を理由とする差別の根絶、「 

    職業と家庭の両立」に向けた全般的な労働条件の一層の改善 (労働時間の短縮、柔 

    軟化) 、育児中の特別保護（深夜業や時間外労働免除の拡充、子の看護休暇制度)  

    などの対策を講じる必要がある。男性の育児休業取得率を引き上げることも考慮さ 

    れるべきである。 

     働く女性への差別が解消する方向へ進めば、そのことが少子化へ歯止めをかける 



    ことにもつながると期待される。 

  ・  社会保障法の観点から 

     出生率低下の第一の理由は「子育てに経費がかかる」からである。したがって基 

    本的に大切なことはその解消であり、それには児童扶養手当ての大幅な引き上げ、 

    税制上の児童扶養控除の改善、健康保険などの出産・育児給付の引き上げ、育児休 

    業中の所得保障（現在の雇用保険給付の改善が主たるものとなろう）等が望まれる。 

    これらは国民的合意が得られれば実施はさほど困難ではない。また夫婦が共に働く 

    のが一般的となっている現在、生まれた子どもの健全な育成のために、いつでも利 

    用できる乳児保育体制の整備、事業所付設の保育所に対する公的助成、さらに学童 

    保育の拡充と定着、これらについて国および地方自治体、企業などの積極的協力が 

    なければならない。 

     あれこれ多くの施策を総花的に並べてみても効果的でないことは実証済である。 

    重点となるものを選んで、それに思い切った費用投入をすることが必要な時期にな 

    っている。 

   

５．経済の側面から －少子均衡社会の問題－                  

  

   わが国の急激な高齢化・少子化の進行は、過去の急速な経済成長の代価である。少 

  子化は労働力の減少による経済成長の阻害と高齢化に伴う生産力人口の所得圧迫をも 

  たらすが、他方過密と混雑を緩和し、住宅、環境、教育などの面でゆとりを回復させ 

  る。人口問題審議会（１９９) は双方を比較検討した上で、相殺して少子化の効果は 

  マイナスとしているが、少子化が不可避の現実であるから、これを機会としてゆとり 

  の回復に活用することを基本的視点とすべきである。ただ経済成長の抑制と生産人口 

  の負担増加が続くと、少子化は収斂せずに進行し悪循環を断ち切ることが不可能にな 

  る恐れがある。 

    中短期の少子化の収斂のために、雇用、住宅、教育等の環境整備と、子育て負担を 

  軽減すべき支援策がすでに提案されているが、早期の実施と効果が期待される。現在 

  の少子化の勢いからみて、仮に出生率が回復するとしても緩やかであり、しかも当面 

  当分は従属人口の増加は続くのであるから、生産力人口化までの経済力を維持するこ 

  とが鍵になる。 

   長期的視点に立てば、少子均衡社会の到来であり、その際生活水準の維持向上の可 

  能性を問われるが、そのためには具体的には次の二つの選択肢がある。 

  a)  一人当たりの所得の維持 

  b)  国民総所得の低下の回避 

   a)の一人当たりの所得水準の維持のためには、・人口減少による規模の経済の純喪 

  失分だけ生産性が向上しなければならない。・高齢化対応のため生産力人口の可処分 

  所得は圧迫されるから、一人当たり所得水準を維持するには、さらに生産性の向上が 

  必要になる。 

    b)の経済の総規模を持続することは、経済社会の活力を保ち、現状に合わせて整備 

  されてきたインフラの維持の上からも必要である。しかし少子社会でこれを満たすに 

  はa)以上の効率化が必要となる。一人当たりの所得の維持をまず課題として、国民経 

  済のある程度の縮小を受け入れるという選択も用意しておく必要がある。具体的な問 

  題点として以下の３点を挙げておきたい。 

  ・ 高等教育の充実 

     労働力の減少を補って生産性を維持させるには、労働力の質を高めることが不可 



    欠である。少子化の進行によって大学入試が楽になり、大学生の学力低下の傾向は 

    避けがたいから、大学院教育の充実と社会人再教育への支援が重要となる。 

  ・  労働力の量の不足への対応 

   ・  女性や高齢者の労働力化：女性の労働環境の改善、定年の延長、職業訓練など。 

   ・  外国人労働者の受入れ：少子化をこれだけで補うことは現実的でないが、すで 

      に外国人労働力は不可欠になっている。また、開発途上国で人口急増が続く国際 

      事情からも、外国人労働力の受入れの拡大は避けがたい。そのためこの問題を直 

      視した対応を整える必要がある。それは異質性を包容しながら、わが国社会の伝 

      統と長所を保持していくだけの、タフな社会構造を構築することに他ならない。 

  ・  国土の保全 

     わが国は世界で１，２の森林国で国土の2/3 は森林であるが、近年里山村の衰退 

    で国土の保全が危うくなりつつある。少子化は過疎地域の高齢化を促進し、さらに 

    衰退を進行させる。国土の保全は社会の基礎であるという視点でその確保のための 

    措置を要する。 

 

６．社会学の立場から －女性学的視点－                    

  

   少子社会は百年前に予言されており、1879年初版の「女性と社会主義」の中で「将 

  来の女性は、社会が妊婦と母親にどんなに配慮をささげても、人生の最上の時期を妊 

  娠や授乳で過ごすことを好まなくなる」とアウグスト・ベ－ベルが予言している。 

   近年女性の立場が多様化していることは、総理府の「男女共同参画社会に関する世 

  論調査」（１９９７年）にもよく現れている。それによれば「人は結婚してもしなく 

  てもどちらでもよい」という考え方に「どちらかといえば賛成」も含めると賛成派は 

  ２０台女性の８５．５％もいることから明らかであるが、子どもを生むのは女性であ 

  るから、この結果は少子化の解消に対しては極めて悲観的である。厚生白書の副題「 

  子どもを産み育てることに夢をもてる社会を」という方向づけは「夢」に近くなる。 

  しかし同じ調査で５０歳未満の未（非) 婚率は男性１０人に１人弱、女性は２０人に 

  １人強であるから、大部分は結婚しているし、結婚している妻の平均理想子ども数は 

  ２．５３人であるから、実際には２人産んで、出来ればもう１人位欲しいと思ってい 

  るのであろう。女性の考え方は年齢層によっても大きく異なり、「何が何でも結婚し 

  て子どもを産む」という考えは少なくなっているものの、「仕事も結婚も子どもも」 

  という考えの人も結構いる。 

   しかしながら現実には仕事か結婚かという選択に悩む女性も少なくなく、子育てを 

  している母親が苦しみながら仕事を続けている例も身近に多い。そこで５年前に出さ 

  れた「エンゼルプラン」はどこまで必要としている人の手に届いているのか、という 

  疑問がある。また新児童福祉法でも保育所は「保育に欠ける乳児又は幼児を保育する 

  」と定義されており、「保育に欠ける」という表現が児童福祉の理念に相応しいとは 

  思えない。行政の窓口での対応にも問題が指摘されている。せっかく良い政策が立案 

  されても、それを実行するに当たって母親や子どもに対する暖かな思いやりが無くて 

  は、意味がない。育児をしながら働く女性がどのように厳しい現実（職場での労働慣 

  行と社会通念の壁、生活時間配分のアンバランス、職場での緊張とストレス）と向き 

  合っているかを男性は理解すべきである。 

   少子化は単に女性の立場からではなく、「ジェンダ－」「環境」「開発」すなわち 

  ＧＥＤ（gender,environment and development) の視点からも考えなくてはならない。

  また少子化は日本一国の問題としてではなく、世界的視点で考えなければならない。 



  日本の人口は国立社会保障・人口問題研究所の推計によると２００７年から減少に転 

  じ、百年後 (２１００年）には４，９００万人になるであろうという。一方で国連の 

  予想では世界の人口は増加し続け、２０５０年には９３億６，７００万人となり、そ 

  の８８％は開発途上国が占めるという。少子化には国民一人一人（個人）の自己決定 

  権と、国家的要請と、地球環境規模での国の責任との三者が錯綜しており、それを矛 

  盾なく解決することが可能であるかどうかも問題である。 

 

７．生物学の立場からみた少子化 

   一般に生物は、その生活空間や食物などの生活必須条件や気候条件などによる制限 

  を受けなければ、子孫を無限に増やす力を持っている。しかし実際には生物の数はあ 

  る程度以上には増加しない。それはゾウリムシを飼育すると、最初はその増殖能力に 

  従って急激に個体数を増加させるが、やがて生活必須要件が不足し始めると増加は鈍 

  り、最後は増加速度は０になる。通例生物の密度はこの飽和密度で安定する。 

    多くの生物でこの現象が知られている。個体群密度の増加は一般に、卵や幼若個体 

  の死亡率を高め、種によっては産卵・産仔数を低下させ、あるいは各個体の形態・生 

  理・行動にも影響を与える。異常繁殖したイナゴの大移動やネズミの集団自殺などの 

  記録は数多く残されている。このような作用を密度効果という。この密度効果が強く 

  働いて、密度が飽和状態を大きく下回ると、産卵・産仔数の増加や死亡率の低下が起 

  こって、密度は再び増加に転ずる。 

    もし高密度であることが、生物にマイナスの作用を与えるだけならば、集団の形成 

  は生物にとって損失になるはずである。しかし実際にはほとんど全ての生物は集団と 

  して生息しており、一定の大きさの集団は生物の生存にプラスの効果を与えている。 

  実験的に、個体当たりの生存確率、増殖率、成長速度などは、個体群密度が高すぎて 

  も低すぎても低下すること、中間の密度の時に最高となることが示されている。ヒト 

  も生物の一種であることを考えると、この密度効果によって適正な密度を保つ方向に 

  何らかの力が働くことは当然の現象である。もちろんヒトの世界には人種、国家、文 

  化など、様々な複雑な違いがあって、ゾウリムシやネズミのように単純には割り切れ 

  ないかもしれないが、現在日本をはじめ先進諸国でみられる少子化を地球規模で客観 

  的に考える時、このような生物学の視点も理解出来るであろう。現在６０億を越すヒ 

  トが生活し、物資を生産するために多くのエネルギ－を消費し、地球の温暖化が問題 

  になっている。さらに莫大な廃棄物による環境汚染とともに、ヒトのみならず多くの 

  生物の生存を脅かすようになってきている。 

   従って、少子化を生物の自然な現象として捉え、それを好機として生活パタ－ンや 

  価値観の転換、社会構造の変換を図ることも一つの考え方として許されるであろう。 

  極論かも知れないが、日本の食料自給率からは人口を４０％位に減らすのが適正であ 

  る。適正な人口を維持することは、食料、資源、エネルギ－、環境問題の多くを解決 

  に向かわせるはずである。 

 

８．少子化とエネルギ－問題 

   エネルギ－の大量消費に伴う地球温暖化の懸念が世界的に広まったのを受け、１９ 

  ９７年１２月に京都で開催された第３回気候変動に関する枠組み条約締結国会議（Ｃ 

  ＯＰ３）において、二酸化炭素削減のため我が国は一次エネルギ－消費を２０１０年 

  頃までに１９９０年レベルより６％削減することを約束した。それに基づいて官民挙 

  げて現在徹底的な取り組みが進められている。それにはエネルギ－の大量消費をやめ、

    資源リサイクルを進めるとともに、ライフスタイルの変化が求められている。同時に 



  いわゆる持続可能な経済発展を図ることも必要なことから、各分野における省エネル 

  ギ－の徹底が鍵となる。産業部門での省エネと資源リサイクル、民生部門での電気機 

  器のエネルギ－効率の向上、待機電力の削減、建築物の断熱、ヒ－トポンプの使用な 

  どがある。運輸部門では今後もエネルギ－消費の増大が見込まれており、燃費低減が 

  緊急の課題となっている。 

   このような状況下で、少子化がどのような影響を及ぼし、また今後どのような対応 

  がなされるべきであろうか。 

  ・ 生産性の問題 

     わが国の産業は従来からきわめて高い生産性を誇っており、その結果として一人 

    あたりの国内総生産は世界最高水準にある。若年中年層人口の減少が始まれば、他 

    の条件に変化がない限りエネルギ－消費量は減り、それに伴って工業製品の生産性 

    は低下するであろう。現在すでに工業製品の生産拠点は安価で豊富な労働力のある 

    東南アジアなど海外に移りつつあり、少子化が進めばその傾向はさらに助長される 

    であろう。その影響をうけてわが国は高度の付加価値製品の製造を担当することに 

    なり、同時に製品企画、調査、開発とそれを支える基礎研究や応用研究の開発拠点 

    が残され、国内総生産を高レベルに保つことは可能であろう。しかしそれが可能と 

    なるには、たとえ少子化が進行しても従来からの高度の技術レベルを確実に継承し、

   

    さらに一層の発展を図ることが前提である。そのためには、これまで以上に優れた 

    資質を持つ技術者が必要になり、少数でも世界最高級の技術者を養成する必要があ 

    る。少子化に向かうときであるからこそ、科学技術立国にふさわしい人材を育成す 

    るための教育環境を整備することが不可欠である。それには高等教育志望者がこれ 

    までのような安易な受験技術本位で進路を決定するのではなくて、幼児期から科学 

    技術に興味と関心を抱かせるような教育基盤を作るとともに、将来産業の担い手と 

    なる意義と誇りを充分認識させるような社会的対応、すなわち技術者の地位の大幅 

    な向上が大切である。 

  ・  民生部門のエネルギ－ 

     １９９６年度における日本の最終エネルギ－消費の実績は産業部門が原油換算で 

    １．９５億・（４９．５％）、民生部門が１．０２億・（２６．０％）、運輸部門 

    が０．９６億・（２４．５％）であった〔総合エネルギ－需要部会中間報告〕。す 

    なわち民生部門は全エネルギ－消費の約４分の１を占めている。民生部門の年平均 

    伸び率は特別な対策を講じなければ２０１０年まで１．８％が続くと予想されてお 

    り、産業部門の０．６％や運輸部門の１．１％よりも高い。民生部門の伸びが大き 

    い理由は、豊かさと生活水準の向上を反映するものである。生活水準を低下させず 

    に伸び率を下げ、さらにマイナスにすることが地球温暖化防止の観点から望まれて 

    いる。総人口ピ－クを迎えると予想されるのは２０１０年頃で、それ以前から少子 

    化と高齢化により人口構成の変化が起きて社会が成熟し、環境負荷が減りエネルギ 

    －消費パタ－ンも変化するであろう。高齢者個人は若年者よりもエネルギ－消費量 

    は少ないから全体として消費量は減少となろうが、逆に高齢の健常者でも運動機能 

    が低下したり、身体のどこかに障害を持つようになるから、生活を楽にする手段を 

    講じたり介護機器・装置やリハビリテ－ション用機器が必要となろう。このことは 

    若年者とは異なる意味でエネルギ－を多用する傾向となり、その意味で少子高齢化 

    が進むからといって、単純に一人当たりのエネルギ－消費が減るとはいえず、逆に 

    増加する可能性もある。 

  ・  運輸部門のエネルギ－ 



     少子化の進行と総人口の減少は運輸部門にも無視出来ない影響を与えるであろう。

   

    現在省エネの推進の観点から公共交通機関の利用が叫ばれ、事実大都市やその周辺 

    では地下鉄やバス、近郊鉄道網が発達して利用者も多い。しかしこれは人口密度が 

    高く、利用者が多いために採算がとれているから成り立つのであって、もしも人口 

    が大幅に減少するならば、乗客も減って経営が悪化し、結局は公共交通機関が成立 

    しなくなり、場合によっては廃線に追い込まれるであろう。そうなればマイカ－の 

    使用は増え、運輸部門のエネルギ－消費は増大の方向を免れない。さらに高齢者の 

    増加は、公共交通機関は使えなくても自動車運転は出来るという場合も多いから、 

    高齢者のマイカ－利用は相対的に増加することになる。 

     以上のように、少子化とエネルギ－問題の相関を考えると、少子化が進んでも産 

    業の空洞化を起こさないための施策が必要であることと、少子高齢社会は生活面か 

    らも交通面からも、エネルギ－需要は増大の方向へシフトする可能性が指摘される。

   

    そのために特に高齢者の生活防衛手段、生活支援機器類、自動車などにおける徹底 

    した省エネへの取組が今後一層重要な課題となると思われる。 

 

９．住宅問題と少子化 －３人の子どもと暮らすために－ 

   都市社会は農村社会に比べて子どもの出生率は低いとされる。都市には様々な欲望 

  と娯楽が満ち溢れているから、結婚年齢も高く離婚率も高い。そのような社会で子ど 

  も２人を育てるには大変な努力が要る。ましてや３人子どもをつくることは無謀に等 

  しいと考えるであろう。もしも若い夫婦が子ども２人をもうけるのが最大の努力目標 

  であるとすれば、都会人口の合計特殊出生率が「２」を下回るのは自明の理である。 

  そして子ども３人を生んでも大きな支障なく育てられる都市社会を組み立てなければ、

    日本の人口減少に歯止めをかけられないのも当然であろう。ところが東京をはじめ大 

  都会の住居、そして住環境はその要望に殆ど対応出来ていないのが現実である。すな 

  わち、子どもを産み育てる年齢の母親が夢見る、家賃が安くて広い住宅が提供されて 

  いないからである。子育てが終わった中高年（４０代後半～５０歳代）の夫婦が大き 

  な一戸建て住宅を手に入れても、それは子どもを産むことには関係ない。 

   しかし現在の日本の家庭の通念は、結婚して子どもが小学校を終える位までは狭い 

  借家でやりくりしながら生活し、子どもが高校から大学に入る頃になって家庭の体面 

  も考えて郊外に一戸建て住宅を所有するという流れである。それでは若い母親は子ど 

  もを産む気持ちにならない。若い夫婦のうちにこそ、ゆとりのある住宅で生活すべき 

  なのである。そのためには政府の補助を考慮しながら、安くて大きな民間借家を大幅 

  に増やす必要がある。以下住宅問題について２、３の問題について考察する。 

  ・ 大都市における住宅の住み替えの流れ 

     ここで検討する対象の都市は大都市、特に東京、大阪といった巨大都市圈とする。

   

    何故ならば都市が大規模になるほど、女性は子どもを産まなくなるからである。 

     結婚を考える若者達にとって最大の関心事の一つは質の高い住宅の確保である。 

    出来るなら最初の子どものために独立した一部屋を確保したいと思うであろう。一 

    般的な賃貸マンションでは２寝室１居室の形式が多く、先ずは最初の要求に応えら 

    れる水準には達している。しかし子どもの成長は早く、家庭が本格的に動きだし始 

    めると、この程度の住宅ではすぐに手狭になる。問題は一般的新婚家庭となる住宅 

    には２人目の子どもを受け入れる容量が全くないということである。 



     全国的住宅統計を数字によって海外と比較してみる。不思議なことに日本の持ち 

    家の規模は１２０・程度で、これはイギリス、ドイツ、フランス等欧州諸国の住宅 

    規模よりも大きい。ところが借家の規模の比較では日本が４５・でイギリスの９０、

   

    ドイツ、フランスの７０の半分か２／３まで小さくなる。これは全国平均であるか 

    ら、大都市圏ではさらに狭く、主婦の落ちつける独立した部屋や、夫の書斎をもつ 

    ことなどは夢のまた夢である。夫婦が４５～４０歳位になってくると、郊外に一戸 

    建て住宅を購入するようになる。これは平均１００・（３０坪）以上の大きさがあ 

    るから、小部屋は３つ確保され、子どもが３人いても落ち着ける広さになる。しか 

    しながら主婦の年齢は４０歳に達しているから、もう一人産もうという精神的要求 

    は低い。 

  ・  住宅のミスマッチ 

     前項の話から、現在の住宅政策では３人以上の子どもを持つ若い夫婦が安心して 

    生活出来る安価な家賃の住宅は考えていないことである。他方で市街地の中には子 

    どもが成人して出て行った後、大きな住宅を持て余している老夫婦が沢山いる。高 

    齢の夫婦には広い住宅は要らない。むしろ市街地の中にある４０～７０・程度のマ 

    ンションの方が維持しやすい。したがって郊外にある一戸建て住宅、市街地外縁部 

    にある大きな賃貸マンションに若い家庭が住むことが、住宅政策からみた少子化を 

    防ぐ有効な方策である。 

     大都会の中流階級の住宅地を調査すると、１００・を越す戸建て住宅に年老いた 

    婦人が独り暮らしをしている事例が多い。その近くの民間マンションでは、小さい 

    居室と子ども２人に悩まされ、家庭生活と格闘している若い主婦が沢山いる。この 

    無駄と過密が共存する矛盾は、一度他人に家屋敷を貸すと、現在の借家法では借家 

    人の権利が強いために、借家人がそのまま居座る危険性があることから生まれてく 

    る。その危険性を覚悟してまで家主は家を貸さないのである。 

  ・  新しい借家制度 

     そこで、最近、定期借家権という賃貸方式が法律で定められた。これは貸手と借 

    り手の間で明確に期限を設定し、期限が来たときには借り手は必ず家主に返却しな 

    ければならない法律である。定期借家契約が広まってくれば、家主は安心して家を 

    必要とする他人に貸せるようになるであろう。賃貸借関係をより合理的にして、規 

    模の大きな民間の貸家を造れるようにという狙いで新しい定期借家制度が設けられ 

    たのである。 

 ・  ３人の子どもを育てるための家賃補助 

     定期借家制度と家賃補助政策を組み合わせれば、３人の子どもが生まれても快適 

    に住める住宅が供給される可能性が生まれてくる。３人以上の子どもがいる若夫婦 

    には１居室分の家賃（月約４万円位）を国が補助することとする。借りる家は定期 

    借家制度による民間の借家である。補助の期間は３人目の子どもが１０歳になる位 

    までとする。 

     現在の年間総出生数は１２０万であるから、その８％（約１０万人）が３子目の 

    誕生によって増やすこととすれば、毎年一家庭に払う補助金は５０万円、１０万家 

    庭で５００億円、制度発足１０年後には５，０００億円（以降は同額で推移）を国 

    が少子化対策の家賃補助として毎年支出することになる。５，０００億円は巨額で 

    あるが、住宅産業を中心においた経済活性化の補助金と見なすことも出来よう。ま 

    た仮に１０万戸の半数程度が先に述べた「老婦人の独り住まいの戸建住宅」であれ 

    ば、子どもへの相続のために守ってきた住宅が資産として運用されることにもなり、



   

    その家賃収入は年金生活者にとって大きな潤いになるであろう。したがってその補 

    助金は高齢者福祉対策費として理解することも出来、５，０００億の支出は非合理 

    的ではなく、むしろ一石三鳥の政策である。 

 

10．農学分野における少子化の課題 

   少子化は生産人口の減少としてあらゆる産業について問題とされるが、農林水産分 

  野においては、第１次産業である農業、林業、水産業、畜産業などの生産が低下し、 

  食料問題、住居資材の不足、あるいは環境問題に大きな影響を及ぼすことになる。 

  ・ 食糧生産と人口 

     日本の食糧自給率は熱エネルギ－に換算して１９６０年に約８０％であったもの 

    が、１９９８年には半分の４０％程度に減少し、残り６０％は輸入に依存している。

   

    国内で自給出来るのはわずかに米、鶏肉、砂糖の一部だけで、野菜、魚介類、牛乳、

   

    乳製品、牛肉、果物、小麦、大豆等、多くの食料が輸入に依存している。さらに家 

    畜の飼料も含めて日本の穀物の輸入量は世界一である。食料の輸入はウルグァイラ 

    ウンドや貿易摩擦等による国際的・政治的な面も含まれているが、日本の農業生産 

    に大きな抑制が加わるのも事実である。農業就業人口は１９６０年に１，１９６万 

     人であったが、１９９８年には３２７万人と約３分の１に減少し、耕地面積も  

    ６０７万ｈａから４９４万ｈａと１１３万ｈａ減少している。このような減少は少 

    子化による後継者不足が原因であるが、今後、少子高齢化の進展によって生産人口 

    が減少すればさらに深刻な影響をもたらすであろう。元来、農林水産業は第１次産 

    業として経済性が低いため、農山林地帯の若者は都会へ脱出し、残る後継者には結 

    婚する相手がいなくなり、過疎地における少子高齢化の歪みをさらに極端に強めて 

    いるのである。今後２０～３０年を経過して高齢化がピ－クに達し、生産人口が減 

    少する頃には、中国を始め東南アジアでは社会経済が発展し生活レベルも著しく向 

    上することが予想される。そうなれば自国の食糧自給が優先することになり、食糧 

    輸入を東南アジア諸国に依存している日本へは輸出が控えられるのは当然である。 

    少子化によって国内の食糧生産がさらに低下すれば、農学関係の第一次産業は危機 

    的状況に至り、深刻な食糧難の時代を迎えることが予測される。しかしこのような 

    状態には一気に陥るのではなく、社会構成の変化にともなって徐々に進行するので、

   

    その間に食糧危機を踏まえて農学に関する産業が重要な産業となるような転換を図 

    るべきである。また科学的な研究開発によって、米穀や野菜、あるいは乳肉など良 

    質で生産性の高い農業を産業として発展させることが重要である。 

     農学が重要な産業の発展の基礎となる要素は、・２１世紀に食糧難に陥る危機感、

   

    ・農学関係の第１次産業としての生産人口の減少により、この分野の人材の希少価 

    値が高まる、・農学の分野は国土と環境を保全する上での役割が大きく、仕事をラ 

    イフワ－クとして誇ることが出来る、・食糧の原料生産から加工、販売までの生産 

    流通システムの確立が高収入に結びつく、などを考えることが出来よう。 

  ・  農学・農業分野における教育の課題 

     現在、わが国の農学・農業分野における教育は農業高等学校、農業大学校、そし 

    て大学における農学部、林学部、水産学部、獣医畜産学部などで専門教育が行われ 



    ているが、実務教育を主体とした農業高校や農業大学校は次第に減少し、学部教育 

    は高度・専門化する結果、学術的な教育を受けても実際に農学の分野で生産活動に 

    従事する人は少ない。 

      そこで高校や大学校などには、実務教育が実践出来る教育体制を整備して、入学 

    する生徒が学習に興味と誇りを持てる教育内容を確立する必要がある。また大学の 

    各学部における教育でも、学理に主眼をおいた研究室中心的な教育よりも、フィ－ 

    ルドに出て実践的な体験教育と研究が行えるような方向も重視されるべきである。 

     若者が農学に関する生産現場で誇りと使命感をもち、ゆとりのある生活が出来る 

    ようになれば、少子化の緩和にも貢献すると考えられる。 

     教育全般にかかわる課題として、生命倫理に関する教育が近年特に重要性を増し 

    ている。これは最近のクロ－ン動物の誕生によって、獣医畜産の領域を越えた大き 

    な問題として社会倫理的な規範を求められているところである。 

     少子化との関連でさらに重要な課題は、高齢者の多くが病院で人生の最後を迎え、

   

    子ども達が近親者の死と対面する機会が少なくなり、一方、少子化で子どもの誕生 

    に立ち会うことも無くなって、子どもにとって生命の尊厳を学ぶ機会が減少してい 

    ることである。そのような背景の中で、動物の飼育を通して生と死の体験学習をす 

    ることは、極めて重要な役割を担うであろう。幼稚園や小学校においては、飼育動 

    物を教材として人と動物の関わり合いや生と死を体験学習し、幼少児期から豊かな 

    情操を養うことに大きく役立つものであり、成人した後にもペットや動物との触れ 

    合いを通して家庭環境の融和や心の和みが得られ、心豊かな人生を送ることが出来 

    るであろう。 

 

11．少子化の家政学的考察 －子どもの食生活について－ 

    結婚や育児に対しても様々な考え方があり、それが少子化につながっている。  

  １９９７年に総理府が行った「男女共同参画社会に関する世論調査」については先に 

  述べた通り（６．社会学の立場から）で、女性の考え方が年齢層によっても大きく異 

  なるが、「何が何でも結婚して子どもを産む」という考えは少なくなっているものの 

  「仕事も結婚も子どもも」という考えの人も結構おり、結婚し家庭をもつことの選択 

  に悩む人ばかりでないことに注目したい。 

   家庭とは人間の生命が誕生し、家族を形成する場所で、ライフサイクルの上では最 

  も大切な乳児期を過ごす場所である。家庭が人間形成の場として果たしている役割は 

  大きく、最近社会問題にもなっているいじめ、虐待、不登校など、あるいは一般に指 

  摘されている子どもの社会性の欠如、自立性の遅れ、規範意識の低下などは、家庭の 

  持つ教育機能の低下によるものであるといってよい。 

   家庭は着る、食べる、住むという基本的な生活の場であり、どのような住まいにど 

  う住んで、何を誰と食べているのか、というような生活活動の繰り返しの中で、子ど 

  もは親の影響を受けながら成長していく。それが家庭の教育機能の中心である。 

    最近の家政学の研究から明らかにされた、現代の家族・家庭像と問題点は以下のよ 

  うである。 

  ・ 子育て参加の少ない日本の父親 

  ・ 母親の子育て不安 

  ・ 父親の育児参加の必要性 

  ・ 子どもの食生活 

  ・ 子どもにとっての住まい 



    このうち特に少子化との関連で子どもの食生活を考えてみたい。 

    少子化とともに近年のライフスタイルの多様化によって、子どもの食生活にも様々 

  な影響がみられる。少子化の議論の中で特に家族関係の希薄化が指摘されているが、 

  その背景には家庭での食の乱れがある。家族が揃って食事をする家庭が減っており、 

  朝食を抜く子も増え、「孤食化」と呼ばれ、食事を家族の一員として食べるのではな 

  くて、朝夕ともに一人で食べるということが広まっている。食事は単に必要なカロリ 

  －や栄養素の摂取ではなく、日々の食事を通して育まれる情操や人間関係も大切であ 

  るが、特に都市ではかつての夕食が一家団欒の場であったような状況は失われており、

    都市化・宅地化の進行によって最近は農村部でもより深刻な状態になっている。 

   食事の内容についても、７～８年前、子ども達の好きな食べ物はオムレツ、カレ－ 

  ライス、サンドイッチ、ハンバ－グ、ヤキソバ、スパゲッティ、メダマヤキなどで、 

  その頭文字を並べて「オカ－サンハヤスメ＝お母さんは休め」などともじっていたが、

    明らかにレストランでの外食メニュ－による影響と考えられ、最近のある調査によれ 

  ば、「主食と飲み物」とか「料理がなく菓子と飲み物だけ」のタイプが朝夕ともに増 

  加しており、状況はさらに悪化している。飽食の時代と言われる裏で子どもの食生活 

  は著しく貧困化（簡略化、ワンパタ－ン化）しており、大人の価値観の多様化、ライ 

  フスタイルの多様化のために子どもの食生活が犠牲にされていると言えよう。そのこ 

  とは生活習慣病の温床にもなることを考えなければならない。 

   子どもにとって、食事は単に食べるという行動だけではなくて、食事の材料の購入、

    調理、盛りつけ、配膳、保存など、家庭における学習の機会でもある。しかし受験勉 

  強に忙しい子ども達にはそのような機会もほとんど生かされていない。 

   日本学術会議食問題特別委員会が唱える「食の倫理」の確立のためにも、幼少期か 

  らの食生活の在り方（食育）が根本的に見直されるべきである。そのことによって大 

  人自身の食生活や食事観も改善され、母体の健康やリプロダクティブヘルスの向上に 

  つながる波及効果も期待出来るであろう。          

 

12. 医学と健康の立場から 

   医学・医療の立場から少子社会を見る時、様々な問題がクロ－ズアップされる。第 

  一に少子化が現状のまま続くと仮定すると、５０年後には医療そのものの在り方に大 

  きな変革を迫る可能性がある。次に、まだ明確な結論を下せる段階にはないが、少子 

  化の原因となり得る医学的問題がある。さらに少子化の子どもの心身の健康に及ぼす 

  影響も大きく無視出来ない。また少子化の原因である晩婚の結果おこる出産の高齢化 

  や、次項に述べる不妊治療をめぐる諸問題がある。 

  ・ 将来の医療体制への影響 

     少子化は医師と患者の数のバランスにも深刻な影響を及ぼすと予想される。今年 

    医学部に入学した学生は２０５０年には平均６８歳となり、その多くは医師として 

    現役であろう。医師の養成状況が現在のまま変わらなければ、年間８，０００人の 

    医師が生まれる一方で、２０５０年には対象人口が４分の３となってしまう。１人 

    当たりが負担する医療費が変わらないとすれば、今より４割多い医師が２割以上減 

    った患者を診ることになるため、医師１人当たりに配分される医療費は、現在の半 

    分近くに減少することになる。したがって医師の供給体制については将来を見通し 

    て早急な見直しが必要であり、単に医師の総数だけでなく、専門を考慮したきめ細 

    かな対応が必要である。 

 ・  少子化の医学的原因の可能性 

   ・  内分泌攪乱化学物質による男女の生殖機能の低下 



       環境汚染によるヒトの健康に対する影響としては、従来発がんや奇形の発生が 

      挙げられてきたが、ダイオキシン等のいわゆる環境ホルモンの影響として、がん 

      については乳がん、子宮がん、卵巣がん、前立腺がん、精巣がんなど、奇形につ 

      いても尿道下裂、停留睾丸、小陰茎など生殖器のがんが多く、したがって生殖機 

      能についても大きな影響があることは充分に考えられてきた。ダイオキシンやＰ 

      ＣＢはエストロジェン攪乱作用があり、これが特に胎児期に強い影響を持ち、雌 

      雄の生殖腺に分化障害や発育不全をもたらす可能性が指摘されている。人間では 

      具体的には男子の精子数が過去５０年間に半分になっているとの報告があり、日 

      本でも調査が始められているが、男子での精子の減少、女子での子宮内膜の異常 

      による不妊症の増加についてはまだ結論は出ていない。 

    ・  不登校・神経性食思不振症など 

       不登校は先進国の中では日本に特に多い現象である。昭和４８ (１９７８) 年 

      に１万人であったが、近年特に急上昇を続け、昨年 (１９９９年) の文部省の発 

      表では小・中学校の不登校児童は１２万人を越している。欧米での不登校は非行 

      や反社会的行動をとるタイプが多いのに対して、日本ではいわゆる「学校嫌い」 

      が主で、いじめや心身症、神経症によるものが多いのも特徴である。女児の不登 

      校については思春期の痩身願望やストレスから進展した摂食障害が多く、無月経 

      がおこり、放置すれば妊娠不能な身体になることである。最近の心身症の激増か 

      らみて、不妊症予備軍というべき集団が相当数に上ることを考えなければならな 

      いであろう。ただその判断には今後さらに調査研究が必要である。 

    ・  その他不妊につながる疾患 

       いわゆる生活習慣病の代表としてがん、高血圧、糖尿病が挙げられるが、これ 

      らはいずれも生殖行為に影響をもつ。特に若年男性に増加している肥満、糖尿病 

      は生殖能力の低下、すなわち少子化につながる可能性が知られている。したがっ 

      て生活習慣病対策は、個人の問題であると同時に、次世代育成への影響も考え、 

      早期からの健康教育が必要で有る。 

 ・  少子化の子どもの健康に及ぼす影響  －特に心の問題－ 

     現在の日本の乳児死亡率は３．７（出生千対）で、欧米先進国に勝り世界最低を 

    維持している。乳児死亡率の低下は戦後の政治の安定や経済の繁栄に裏付けされ、 

    小児保健の政策と小児科医の努力がもたらした成果であり、世界に誇るべきことで 

    ある。しかしながら最近は少子化、核家族化、多忙、情報過多などによって、育児 

    に対する母親の自信喪失によるトラブルが増加しており、このことが特に子どもの 

    心の発達に影響を与えている。また、兄弟や子どもが少なくなったため、年長の子 

    ども達も外で遊ぶ機会が少なく、室内でテレビやファミコンで遊ぶ時間が多くなっ 

    ている。平成７年に日本小児科学会が行った全国調査によると、小・中学生のテレ 

    ビの平均視聴時間は１６４分とかなり長く、肥満度が高度なほど時間も長いとする 

    結果が出ている。肥満は生活習慣病であり、生活様式の変容によって増加傾向にあ 

    ることから、その予防を積極的に進めなくてはならない。 

  ・  産科医の立場からの考察 

     最近の２０数年、高年初産（３５歳以上での初出産）の割合は出生率の低下とは 

    対照的に少しづつ増加している。これは晩婚化の当然の結果ではあるが、母親の年 

    齢別にみた出生率の年次比較をすると、３０歳代、特にその後半の母親の出生率が 

    上昇し、逆に２０歳代の母親の出生率が著しく落ち込んでいる。平成８年の宮城県 

    での統計によれば、高年初産の割合は２３．５％、すなわち４人に１人が高年初産 

    といえる。高年初産は帝王切開の割合が３倍高まるとの報告もある。一方「年齢階 



    層別にみた人工妊娠中絶実施率の年次推移」をみると、大半は既婚女性が避妊に失 

    敗した「望まない妊娠」であるが、２０歳未満の未婚若年層の中絶が徐々にではあ 

    るが年々増加傾向にあり、平成８年には総数３３８，８６７件の中で２８，２５６ 

    件（８．５％）を占めている。さらに、中絶の妊娠週別の割合でみると２０歳未満 

    の中絶では１２～２１週、すなわち週数が進んでの中期中絶が多く、母親予備軍で 

    ある１０代の女性に身体的、精神的、経済的負担が強くかかっていると考えられる。

   

    したがって、未婚若年女性の性と生殖の健康に関する指導、働く妊婦への支援、不 

    妊カップルの治療、高年初産のケア、周産期死亡率の低下など、少子化時代の産婦 

    人科医には大きな役割が期待される。 

 

13．少子化対策としての不妊治療 

    平成１１年２月に一般国民を対象に行った不妊治療に関する全国調査の結果を厚生 

  省の研究班が報告しているが、それによると、その時点で不妊治療を受けた者は全国 

  で２８５，０００人と推測され、その治療の内容は、排卵誘発剤によるものと、生殖 

  補助医療（人工授精、体外授精、顕微授精）によるものが、その大部分を占めている。

   不妊治療患者の抱える現時点での問題点としては、・不妊治療に関する情報の不足、 

  ・不妊治療に伴う肉体的、精神的苦痛、そして・不妊治療の経済的負担の３つが挙げ 

  られる。この中で最も大きな問題は経済的負担の大きさである。この負担軽減のため、

    不妊治療に保険を適用すべきであるという要望が強く打ち出されている。日本医師会 

  少子化対策委員会の中間報告（平成１１年３月）にも、このことが提案された。 

   保険給付の対象とするには、不妊症は疾病か否かということが問題になる。不妊そ 

  のものは健康障害を起こさず、日常生活に支障を来さないが、生殖機能の障害という 

  観点からは疾病と見做される。排卵誘発剤の使用や卵管閉塞に対する手術療法には、 

  現在でも保険給付が行われているが、最近急速に技術が進歩、普及してきた生殖補助 

  医療については現在未だ保険に収載されていない。生殖機能の障害に対する治療とい 

  う点では、その手技に対して保険を適用しない、という理屈は成り立たないであろう。

   ただ保険適用には、その技術の普及、安全性の確認、有効性の担保などが必要であ 

  り、さらに倫理面からの検討も必要である。これらの問題に関して、これまで生殖補 

  助医療の実施ル－ルを規定してきた日本産科婦人科学会では、すでに１０年前に治療 

  法として定着していると評価し、出生児の詳細な追跡調査により自然妊娠児との間に 

   差がなく安全性は確認されていると判断しており、有効性については妊娠率１６％ 

    （人工授精）と２０％（体外授精）で、保険適用になっている薬物療法より高いこと 

  を研究班の報告として出している。また昨年２月に行われた一般国民の意識調査によ 

  れば、これを認めて良いとするものが６０％に達し、すでに社会的にも容認されたと 

  認めている。また平成１０年度に日本産科婦人科学会のアンケ－ト調査では、保険医 

  療の収載について７５％の医療機関が賛成と答えている。 

   このように生殖補助医療について、これに従事する医療関係者の間では、これを保 

  険適用すべきであるとのコンセンサスは得られているといってよい。しかし、実際に 

  保険に収載する場合には、多岐にわたる生殖補助医療技術のうち、どの技術をその対 

  象とするかという問題や、適用の内容、例えば年齢制限、回数制限を規定すべきか否 

  か、さらに経費の算定や実施施設の指定など、クリアしなければならない幾つかの問 

  題がある。 

   生殖補助医療技術に対する保険導入による経済的支援は、挙児を望みながら経済的 

  制約によって果たせないでいる人には大きな福音には違いないが、少子化対策の観点 



  から見た場合どのような効果が期待出来るであろうか。前述の日本医師会の中間報告 

  では、「成功例の出生数は１０万に達する可能性がある」と述べられている。保険適 

  用が出生数に及ぼす影響について、正確な予測は難しいが、潜在的需要の喚起により 

  出生数の増加に寄与する可能性は高いと考えられている。



 

 

付．いわゆる三歳児神話について 

   いわゆる三歳児神話が一般化している。三歳児神話とは、「子どもは三歳までは常 

  時家庭において母親の手で育てないと、その後の成長に悪影響を及ぼす」というもの 

  である。育児における「母性」役割の強調は育児書でも広まっている。ところがこの 

  三歳児神話に対しては、保育所で過ごした子ども達の発達調査の結果で運動、探索、 

  社会性、言語などの面で遅滞はなく、むしろ運動面では優れた様相もあるとされ、母 

  親だけの家庭での保育ではむしろ母子の密着による弊害を生み、父親やその他の者が 

  育児に関わることのデメリットは何もないことから、最近批判もなされている。平成 

  １０年度の厚生白書では「三歳児神話には少なくとも合理的な根拠は認められない」 

  としてこれを否定している。たしかに三歳まで母親とべったりの生活が必要であると 

  する考えは是正されなければならない。そのような考え方が一般的に通用するならば、

    少子化はますます進むことになろう。 

    しかし「三つ子の魂百まで」という古諺があるように、三歳までの子どもの発達は 

  極めて顕著なものがある。医学的にも脳の発達、特に脳重量は三歳では成人の７０％ 

  位に達し、大脳皮質の構造も成人と変わらない６層構造になり、脳波も三歳を過ぎる 

  と成人に見られる睡眠覚醒のリズムの波形が現れる。また末梢神経の伝導速度も成人 

  の値に近づく。解剖・生理学的に三歳は大切な節目である。 

   また食事、睡眠、排便、着衣、清潔などの基本的生活習慣は三歳児までに基盤が形 

  成されるとされ、愛情、喜び、得意、嫉妬、怒り、嫌悪、恐怖などの将来情操に発展 

  する情緒の分化は三歳までに進む。これらは人格形成にとって重要な要因をなしてい 

  ると考えられ、三歳までが発達心理学的にも重要な時期であることを示唆している。 

   厚生白書でも「三歳児神話には合理的な根拠は認められない」と否定しながらも、 

  「乳幼児期」は「他者に対する基本的信頼感を形成する大事な時期」、「保育サ－ビ 

   スを選択し、利用しつつ、家庭にいる時間の子どもとの交流を大切に」との表現も 

    ある。 

   結論として、三歳児までの育児の重要性は決して否定されるべきではなく、少子化 

  に対する政策上も、たとえば産休や育児休暇の期間などについて、充分な配慮がなさ 

  れなければならない。 



８．少子化とエネルギ－問題 

   エネルギ－の大量消費に伴う地球温暖化の懸念が世界的に広まったのを受け、１９ 

  ９７年１２月に京都で開催された第３回気候変動に関する枠組み条約締結国会議（Ｃ 

  ＯＰ３）において、二酸化炭素削減のため我が国は一次エネルギ－消費を２０１０年 

  頃までに１９９０年レベルより６％削減することを約束した。それに基づいて官民挙 

  げて現在徹底的な取り組みが進められている。それにはエネルギ－の大量消費をやめ、

  資源リサイクルを進めるとともに、ライフスタイルの変化が求められている。同時に 

  いわゆる持続可能な経済発展を図ることも必要なことから、各分野における省エネル 

  ギ－の徹底が鍵となる。産業部門での省エネと資源リサイクル、民生部門での電気機 

  器のエネルギ－効率の向上、待機電力の削減、建築物の断熱、ヒ－トポンプの使用な 

  どがある。運輸部門では今後もエネルギ－消費の増大が見込まれており、燃費低減が 

  緊急の課題となっている。 

   このような状況下で、少子化がどのような影響を及ぼし、また今後どのような対応 

  がなされるべきであろうか。 

  ・ 生産性の問題 

     わが国の産業は従来からきわめて高い生産性を誇っており、その結果として一人 

    あたりの国内総生産は世界最高水準にある。若年中年層人口の減少が始まれば、他 

    の条件に変化がない限りエネルギ－消費量は減り、それに伴って工業製品の生産性 

    は低下するであろう。現在すでに工業製品の生産拠点は安価で豊富な労働力のある 

    東南アジアなど海外に移りつつあり、少子化が進めばその傾向はさらに助長される 

    であろう。その影響をうけてわが国は高度の付加価値製品の製造を担当することに 

    なり、同時に製品企画、調査、開発とそれを支える基礎研究や応用研究の開発拠点 

    が残され、国内総生産を高レベルに保つことは可能であろう。しかしそれが可能と 

    なるには、たとえ少子化が進行しても従来からの高度の技術レベルを確実に継承し、 

    さらに一層の発展を図ることが前提である。そのためには、これまで以上に優れた 

    資質を持つ技術者が必要になり、少数でも世界最高級の技術者を養成する必要があ 

    る。少子化に向かうときであるからこそ、科学技術立国にふさわしい人材を育成す 

    るための教育環境を整備することが不可欠である。それには高等教育志望者がこれ 

    までのような安易な受験技術本位で進路を決定するのではなくて、幼児期から科学 

    技術に興味と関心を抱かせるような教育基盤を作るとともに、将来産業の担い手と 

    なる意義と誇りを充分認識させるような社会的対応、すなわち技術者の地位の大幅 

    な向上が大切である。 

  ・  民生部門のエネルギ－ 

     １９９６年度における日本の最終エネルギ－消費の実績は産業部門が原油換算で 

    １．９５億・（４９．５％）、民生部門が１．０２億・（２６．０％）、運輸部門 

    が０．９６億・（２４．５％）であった〔総合エネルギ－需要部会中間報告〕。す 

    なわち民生部門は全エネルギ－消費の約４分の１を占めている。民生部門の年平均 

    伸び率は特別な対策を講じなければ２０１０年まで１．８％が続くと予想されてお 

    り、産業部門の０．６％や運輸部門の１．１％よりも高い。民生部門の伸びが大き 

    い理由は、豊かさと生活水準の向上を反映するものである。生活水準を低下させず 

    に伸び率を下げ、さらにマイナスにすることが地球温暖化防止の観点から望まれて 

    いる。総人口ピ－クを迎えると予想されるのは２０１０年頃で、それ以前から少子 

    化と高齢化により人口構成の変化が起きて社会が成熟し、環境負荷が減りエネルギ 

    －消費パタ－ンも変化するであろう。高齢者個人は若年者よりもエネルギ－消費量 

    は少ないから全体として消費量は減少となろうが、逆に高齢の健常者でも運動機能 



    が低下したり、身体のどこかに障害を持つようになるから、生活を楽にする手段を 

    講じたり介護機器・装置やリハビリテ－ション用機器が必要となろう。このことは 

    若年者とは異なる意味でエネルギ－を多用する傾向となり、その意味で少子高齢化 

    が進むからといって、単純に一人当たりのエネルギ－消費が減るとはいえず、逆に 

    増加する可能性もある。 

  ・  運輸部門のエネルギ－ 

     少子化の進行と総人口の減少は運輸部門にも無視出来ない影響を与えるであろう。 

    現在省エネの推進の観点から公共交通機関の利用が叫ばれ、事実大都市やその周辺 

    では地下鉄やバス、近郊鉄道網が発達して利用者も多い。しかしこれは人口密度が 

    高く、利用者が多いために採算がとれているから成り立つのであって、もしも人口 

    が大幅に減少するならば、乗客も減って経営が悪化し、結局は公共交通機関が成立 

    しなくなり、場合によっては廃線に追い込まれるであろう。そうなればマイカ－の 

    使用は増え、運輸部門のエネルギ－消費は増大の方向を免れない。さらに高齢者の 

    増加は、公共交通機関は使えなくても自動車運転は出来るという場合も多いから、 

    高齢者のマイカ－利用は相対的に増加することになる。 

     以上のように、少子化とエネルギ－問題の相関を考えると、少子化が進んでも産 

    業の空洞化を起こさないための施策が必要であることと、少子高齢社会は生活面か 

    らも交通面からも、エネルギ－需要は増大の方向へシフトする可能性が指摘される。 

    そのために特に高齢者の生活防衛手段、生活支援機器類、自動車などにおける徹底 

    した省エネへの取組が今後一層重要な課題となると思われる。 

 

９．住宅問題と少子化 －３人の子どもと暮らすために－ 

   都市社会は農村社会に比べて子どもの出生率は低いとされる。都市には様々な欲望 

  と娯楽が満ち溢れているから、結婚年齢も高く離婚率も高い。そのような社会で子ど 

  も２人を育てるには大変な努力が要る。ましてや３人子どもをつくることは無謀に等 

  しいと考えるであろう。もしも若い夫婦が子ども２人をもうけるのが最大の努力目標 

  であるとすれば、都会人口の合計特殊出生率が「２」を下回るのは自明の理である。 

  そして子ども３人を生んでも大きな支障なく育てられる都市社会を組み立てなければ、

  日本の人口減少に歯止めをかけられないのも当然であろう。ところが東京をはじめ大 

  都会の住居、そして住環境はその要望に殆ど対応出来ていないのが現実である。すな 

  わち、子どもを産み育てる年齢の母親が夢見る、家賃が安くて広い住宅が提供されて 

  いないからである。子育てが終わった中高年（４０代後半～５０歳代）の夫婦が大き 

  な一戸建て住宅を手に入れても、それは子どもを産むことには関係ない。 

   しかし現在の日本の家庭の通念は、結婚して子どもが小学校を終える位までは狭い 

  借家でやりくりしながら生活し、子どもが高校から大学に入る頃になって家庭の体面 

  も考えて郊外に一戸建て住宅を所有するという流れである。それでは若い母親は子ど 

  もを産む気持ちにならない。若い夫婦のうちにこそ、ゆとりのある住宅で生活すべき 

  なのである。そのためには政府の補助を考慮しながら、安くて大きな民間借家を大幅 

  に増やす必要がある。以下住宅問題について２、３の問題について考察する。 

  ・ 大都市における住宅の住み替えの流れ 

     ここで検討する対象の都市は大都市、特に東京、大阪といった巨大都市圈とする。 

    何故ならば都市が大規模になるほど、女性は子どもを産まなくなるからである。 

     結婚を考える若者達にとって最大の関心事の一つは質の高い住宅の確保である。 

    出来るなら最初の子どものために独立した一部屋を確保したいと思うであろう。一 

    般的な賃貸マンションでは２寝室１居室の形式が多く、先ずは最初の要求に応えら 



    れる水準には達している。しかし子どもの成長は早く、家庭が本格的に動きだし始 

    めると、この程度の住宅ではすぐに手狭になる。問題は一般的新婚家庭となる住宅 

    には２人目の子どもを受け入れる容量が全くないということである。 

     全国的住宅統計を数字によって海外と比較してみる。不思議なことに日本の持ち 

    家の規模は１２０・程度で、これはイギリス、ドイツ、フランス等欧州諸国の住宅 

    規模よりも大きい。ところが借家の規模の比較では日本が４５・でイギリスの９０、 

    ドイツ、フランスの７０の半分か２／３まで小さくなる。これは全国平均であるか 

    ら、大都市圏ではさらに狭く、主婦の落ちつける独立した部屋や、夫の書斎をもつ 

    ことなどは夢のまた夢である。夫婦が４５～４０歳位になってくると、郊外に一戸 

    建て住宅を購入するようになる。これは平均１００・（３０坪）以上の大きさがあ 

    るから、小部屋は３つ確保され、子どもが３人いても落ち着ける広さになる。しか 

    しながら主婦の年齢は４０歳に達しているから、もう一人産もうという精神的要求 

    は低い。 

  ・  住宅のミスマッチ 

     前項の話から、現在の住宅政策では３人以上の子どもを持つ若い夫婦が安心して 

    生活出来る安価な家賃の住宅は考えていないことである。他方で市街地の中には子 

    どもが成人して出て行った後、大きな住宅を持て余している老夫婦が沢山いる。高 

    齢の夫婦には広い住宅は要らない。むしろ市街地の中にある４０～７０・程度のマ 

    ンションの方が維持しやすい。したがって郊外にある一戸建て住宅、市街地外縁部 

    にある大きな賃貸マンションに若い家庭が住むことが、住宅政策からみた少子化を 

    防ぐ有効な方策である。 

     大都会の中流階級の住宅地を調査すると、１００・を越す戸建て住宅に年老いた 

    婦人が独り暮らしをしている事例が多い。その近くの民間マンションでは、小さい 

    居室と子ども２人に悩まされ、家庭生活と格闘している若い主婦が沢山いる。この 

    無駄と過密が共存する矛盾は、一度他人に家屋敷を貸すと、現在の借家法では借家 

    人の権利が強いために、借家人がそのまま居座る危険性があることから生まれてく 

    る。その危険性を覚悟してまで家主は家を貸さないのである。 

  ・  新しい借家制度 

     そこで、最近、定期借家権という賃貸方式が法律で定められた。これは貸手と借 

    り手の間で明確に期限を設定し、期限が来たときには借り手は必ず家主に返却しな 

    ければならない法律である。定期借家契約が広まってくれば、家主は安心して家を 

    必要とする他人に貸せるようになるであろう。賃貸借関係をより合理的にして、規 

    模の大きな民間の貸家を造れるようにという狙いで新しい定期借家制度が設けられ 

    たのである。 

 ・  ３人の子どもを育てるための家賃補助 

     定期借家制度と家賃補助政策を組み合わせれば、３人の子どもが生まれても快適 

    に住める住宅が供給される可能性が生まれてくる。３人以上の子どもがいる若夫婦 

    には１居室分の家賃（月約４万円位）を国が補助することとする。借りる家は定期 

    借家制度による民間の借家である。補助の期間は３人目の子どもが１０歳になる位 

    までとする。 

     現在の年間総出生数は１２０万であるから、その８％（約１０万人）が３子目の 

    誕生によって増やすこととすれば、毎年一家庭に払う補助金は５０万円、１０万家 

    庭で５００億円、制度発足１０年後には５，０００億円（以降は同額で推移）を国 

    が少子化対策の家賃補助として毎年支出することになる。５，０００億円は巨額で 

    あるが、住宅産業を中心においた経済活性化の補助金と見なすことも出来よう。ま 



    た仮に１０万戸の半数程度が先に述べた「老婦人の独り住まいの戸建住宅」であれ 

    ば、子どもへの相続のために守ってきた住宅が資産として運用されることにもなり、 

    その家賃収入は年金生活者にとって大きな潤いになるであろう。したがってその補 

    助金は高齢者福祉対策費として理解することも出来、５，０００億の支出は非合理 

    的ではなく、むしろ一石三鳥の政策である。 

 

10．農学分野における少子化の課題 

   少子化は生産人口の減少としてあらゆる産業について問題とされるが、農林水産分 

  野においては、第１次産業である農業、林業、水産業、畜産業などの生産が低下し、 

  食料問題、住居資材の不足、あるいは環境問題に大きな影響を及ぼすことになる。 

  ・ 食糧生産と人口 

     日本の食糧自給率は熱エネルギ－に換算して１９６０年に約８０％であったもの 

    が、１９９８年には半分の４０％程度に減少し、残り６０％は輸入に依存している。 

    国内で自給出来るのはわずかに米、鶏肉、砂糖の一部だけで、野菜、魚介類、牛乳、 

    乳製品、牛肉、果物、小麦、大豆等、多くの食料が輸入に依存している。さらに家 

    畜の飼料も含めて日本の穀物の輸入量は世界一である。食料の輸入はウルグァイラ 

    ウンドや貿易摩擦等による国際的・政治的な面も含まれているが、日本の農業生産 

    に大きな抑制が加わるのも事実である。農業就業人口は１９６０年に１，１９６万 

     人であったが、１９９８年には３２７万人と約３分の１に減少し、耕地面積も  

    ６０７万ｈａから４９４万ｈａと１１３万ｈａ減少している。このような減少は少 

    子化による後継者不足が原因であるが、今後、少子高齢化の進展によって生産人口 

    が減少すればさらに深刻な影響をもたらすであろう。元来、農林水産業は第１次産 

    業として経済性が低いため、農山林地帯の若者は都会へ脱出し、残る後継者には結 

    婚する相手がいなくなり、過疎地における少子高齢化の歪みをさらに極端に強めて 

    いるのである。今後２０～３０年を経過して高齢化がピ－クに達し、生産人口が減 

    少する頃には、中国を始め東南アジアでは社会経済が発展し生活レベルも著しく向 

    上することが予想される。そうなれば自国の食糧自給が優先することになり、食糧 

    輸入を東南アジア諸国に依存している日本へは輸出が控えられるのは当然である。 

    少子化によって国内の食糧生産がさらに低下すれば、農学関係の第一次産業は危機 

    的状況に至り、深刻な食糧難の時代を迎えることが予測される。しかしこのような 

    状態には一気に陥るのではなく、社会構成の変化にともなって徐々に進行するので、 

    その間に食糧危機を踏まえて農学に関する産業が重要な産業となるような転換を図 

    るべきである。また科学的な研究開発によって、米穀や野菜、あるいは乳肉など良 

    質で生産性の高い農業を産業として発展させることが重要である。 

     農学が重要な産業の発展の基礎となる要素は、・２１世紀に食糧難に陥る危機感、 

    ・農学関係の第１次産業としての生産人口の減少により、この分野の人材の希少価 

    値が高まる、・農学の分野は国土と環境を保全する上での役割が大きく、仕事をラ 

    イフワ－クとして誇ることが出来る、・食糧の原料生産から加工、販売までの生産 

    流通システムの確立が高収入に結びつく、などを考えることが出来よう。 

  ・  農学・農業分野における教育の課題 

     現在、わが国の農学・農業分野における教育は農業高等学校、農業大学校、そし 

    て大学における農学部、林学部、水産学部、獣医畜産学部などで専門教育が行われ 

    ているが、実務教育を主体とした農業高校や農業大学校は次第に減少し、学部教育 

    は高度・専門化する結果、学術的な教育を受けても実際に農学の分野で生産活動に 

    従事する人は少ない。 



      そこで高校や大学校などには、実務教育が実践出来る教育体制を整備して、入学 

    する生徒が学習に興味と誇りを持てる教育内容を確立する必要がある。また大学の 

    各学部における教育でも、学理に主眼をおいた研究室中心的な教育よりも、フィ－ 

    ルドに出て実践的な体験教育と研究が行えるような方向も重視されるべきである。 

     若者が農学に関する生産現場で誇りと使命感をもち、ゆとりのある生活が出来る 

    ようになれば、少子化の緩和にも貢献すると考えられる。 

     教育全般にかかわる課題として、生命倫理に関する教育が近年特に重要性を増し 

    ている。これは最近のクロ－ン動物の誕生によって、獣医畜産の領域を越えた大き 

    な問題として社会倫理的な規範を求められているところである。 

     少子化との関連でさらに重要な課題は、高齢者の多くが病院で人生の最後を迎え、 

    子ども達が近親者の死と対面する機会が少なくなり、一方、少子化で子どもの誕生 

    に立ち会うことも無くなって、子どもにとって生命の尊厳を学ぶ機会が減少してい 

    ることである。そのような背景の中で、動物の飼育を通して生と死の体験学習をす 

    ることは、極めて重要な役割を担うであろう。幼稚園や小学校においては、飼育動 

    物を教材として人と動物の関わり合いや生と死を体験学習し、幼少児期から豊かな 

    情操を養うことに大きく役立つものであり、成人した後にもペットや動物との触れ 

    合いを通して家庭環境の融和や心の和みが得られ、心豊かな人生を送ることが出来 

    るであろう。 

 

 

11．少子化の家政学的考察 －子どもの食生活について－ 

    結婚や育児に対しても様々な考え方があり、それが少子化につながっている。  

  １９９７年に総理府が行った「男女共同参画社会に関する世論調査」については先に 

  述べた通り（６．社会学の立場から）で、女性の考え方が年齢層によっても大きく異 

  なるが、「何が何でも結婚して子どもを産む」という考えは少なくなっているものの 

  「仕事も結婚も子どもも」という考えの人も結構おり、結婚し家庭をもつことの選択 

  に悩む人ばかりでないことに注目したい。 

   家庭とは人間の生命が誕生し、家族を形成する場所で、ライフサイクルの上では最 

  も大切な乳児期を過ごす場所である。家庭が人間形成の場として果たしている役割は 

  大きく、最近社会問題にもなっているいじめ、虐待、不登校など、あるいは一般に指 

  摘されている子どもの社会性の欠如、自立性の遅れ、規範意識の低下などは、家庭の 

  持つ教育機能の低下によるものであるといってよい。 

   家庭は着る、食べる、住むという基本的な生活の場であり、どのような住まいにど 

  う住んで、何を誰と食べているのか、というような生活活動の繰り返しの中で、子ど 

  もは親の影響を受けながら成長していく。それが家庭の教育機能の中心である。 

    最近の家政学の研究から明らかにされた、現代の家族・家庭像と問題点は以下のよ 

  うである。 

  ・ 子育て参加の少ない日本の父親 

  ・ 母親の子育て不安 

  ・ 父親の育児参加の必要性 

  ・ 子どもの食生活 

  ・ 子どもにとっての住まい 

    このうち特に少子化との関連で子どもの食生活を考えてみたい。 

    少子化とともに近年のライフスタイルの多様化によって、子どもの食生活にも様々 

  な影響がみられる。少子化の議論の中で特に家族関係の希薄化が指摘されているが、 



  その背景には家庭での食の乱れがある。家族が揃って食事をする家庭が減っており、 

  朝食を抜く子も増え、「孤食化」と呼ばれ、食事を家族の一員として食べるのではな 

  くて、朝夕ともに一人で食べるということが広まっている。食事は単に必要なカロリ 

  －や栄養素の摂取ではなく、日々の食事を通して育まれる情操や人間関係も大切であ 

  るが、特に都市ではかつての夕食が一家団欒の場であったような状況は失われており、

  都市化・宅地化の進行によって最近は農村部でもより深刻な状態になっている。 

   食事の内容についても、７～８年前、子ども達の好きな食べ物はオムレツ、カレ－ 

  ライス、サンドイッチ、ハンバ－グ、ヤキソバ、スパゲッティ、メダマヤキなどで、 

  その頭文字を並べて「オカ－サンハヤスメ＝お母さんは休め」などともじっていたが、

  明らかにレストランでの外食メニュ－による影響と考えられ、最近のある調査によれ 

  ば、「主食と飲み物」とか「料理がなく菓子と飲み物だけ」のタイプが朝夕ともに増 

  加しており、状況はさらに悪化している。飽食の時代と言われる裏で子どもの食生活 

  は著しく貧困化（簡略化、ワンパタ－ン化）しており、大人の価値観の多様化、ライ 

  フスタイルの多様化のために子どもの食生活が犠牲にされていると言えよう。そのこ 

  とは生活習慣病の温床にもなることを考えなければならない。 

   子どもにとって、食事は単に食べるという行動だけではなくて、食事の材料の購入、

  調理、盛りつけ、配膳、保存など、家庭における学習の機会でもある。しかし受験勉 

  強に忙しい子ども達にはそのような機会もほとんど生かされていない。 

   日本学術会議食問題特別委員会が唱える「食の倫理」の確立のためにも、幼少期か 

  らの食生活の在り方（食育）が根本的に見直されるべきである。そのことによって大 

  人自身の食生活や食事観も改善され、母体の健康やリプロダクティブヘルスの向上に 

  つながる波及効果も期待出来るであろう。          

 

12. 医学と健康の立場から 

   医学・医療の立場から少子社会を見る時、様々な問題がクロ－ズアップされる。第 

  一に少子化が現状のまま続くと仮定すると、５０年後には医療そのものの在り方に大 

  きな変革を迫る可能性がある。次に、まだ明確な結論を下せる段階にはないが、少子 

  化の原因となり得る医学的問題がある。さらに少子化の子どもの心身の健康に及ぼす 

  影響も大きく無視出来ない。また少子化の原因である晩婚の結果おこる出産の高齢化 

  や、次項に述べる不妊治療をめぐる諸問題がある。 

  ・ 将来の医療体制への影響 

     少子化は医師と患者の数のバランスにも深刻な影響を及ぼすと予想される。今年 

    医学部に入学した学生は２０５０年には平均６８歳となり、その多くは医師として 

    現役であろう。医師の養成状況が現在のまま変わらなければ、年間８，０００人の 

    医師が生まれる一方で、２０５０年には対象人口が４分の３となってしまう。１人 

    当たりが負担する医療費が変わらないとすれば、今より４割多い医師が２割以上減 

    った患者を診ることになるため、医師１人当たりに配分される医療費は、現在の半 

    分近くに減少することになる。したがって医師の供給体制については将来を見通し 

    て早急な見直しが必要であり、単に医師の総数だけでなく、専門を考慮したきめ細 

    かな対応が必要である。 

 ・  少子化の医学的原因の可能性 

   ・  内分泌攪乱化学物質による男女の生殖機能の低下 

       環境汚染によるヒトの健康に対する影響としては、従来発がんや奇形の発生が 

      挙げられてきたが、ダイオキシン等のいわゆる環境ホルモンの影響として、がん 

      については乳がん、子宮がん、卵巣がん、前立腺がん、精巣がんなど、奇形につ 



      いても尿道下裂、停留睾丸、小陰茎など生殖器のがんが多く、したがって生殖機 

      能についても大きな影響があることは充分に考えらてきた。ダイオキシンやＰＣ 

      Ｂはエストロジェン攪乱作用があり、これが特に胎児期に強い影響を持ち、雌雄 

      の生殖腺に分化障害や発育不全をもたらす可能性が指摘されている。人間では具 

      体的には男子の精子数が過去５０年間に半分になっているとの報告があり、日本 

      でも調査が始められているが、男子での精子の減少、女子での子宮内膜の異常に 

      よる不妊症の増加についてはまだ結論は出ていない。 

    ・  不登校・神経性食思不振症など 

       不登校は先進国の中では日本に特に多い現象である。昭和４８ (１９７８) 年 

      に１万人であったが、近年特に急上昇を続け、昨年 (１９９９年) の文部省の発 

      表では小・中学校の不登校児童は１２万人を越している。欧米での不登校は非行 

      や反社会的行動をとるタイプが多いのに対して、日本ではいわゆる「学校嫌い」 

      が主で、いじめや心身症、神経症によるものが多いのも特徴である。女児の不登 

      校については思春期の痩身願望やストレスから進展した摂食障害が多く、無月経 

      がおこり、放置すれば妊娠不能な身体になることである。最近の心身症の激増か 

      らみて、不妊症予備軍というべき集団が相当数に上ることを考えなければならな 

      いであろう。ただその判断には今後さらに調査研究が必要である。 

    ・  その他不妊につながる疾患 

       いわゆる生活習慣病の代表としてがん、高血圧、糖尿病が挙げられるが、これ 

      らはいずれも生殖行為に影響をもつ。特に若年男性に増加している肥満、糖尿病 

      は生殖能力の低下、すなわち少子化につながる可能性が知られている。したがっ 

      て生活習慣病対策は、個人の問題であると同時に、次世代育成への影響も考え、 

      早期からの健康教育が必要で有る。 

 ・  少子化の子どもの健康に及ぼす影響  －特に心の問題－ 

     現在の日本の乳児死亡率は３．７（出生千対）で、欧米先進国に勝り世界最低を 

    維持している。乳児死亡率の低下は戦後の政治の安定や経済の繁栄に裏付けされ、 

    小児保健の政策と小児科医の努力がもたらした成果であり、世界に誇るべきことで 

    ある。しかしながら最近は少子化、核家族化、多忙、情報過多などによって、育児 

    に対する母親の自信喪失によるトラブルが増加しており、このことが特に子どもの 

    心の発達に影響を与えている。また、兄弟や子どもが少なくなったため、年長の子 

    ども達も外で遊ぶ機会が少なく、室内でテレビやファミコンで遊ぶ時間が多くなっ 

    ている。平成７年に日本小児科学会が行った全国調査によると、小・中学生のテレ 

    ビの平均視聴時間は１６４分とかなり長く、肥満度が高度なほど時間も長いとする 

    結果が出ている。肥満は生活習慣病であり、生活様式の変容によって増加傾向にあ 

    ることから、その予防を積極的に進めなくてはならない。 

  ・  産科医の立場からの考察 

     最近の２０数年、高年初産（３５歳以上での初出産）の割合は出生率の低下とは 

    対照的に少しづつ増加している。これは晩婚化の当然の結果ではあるが、母親の年 

    齢別にみた出生率の年次比較をすると、３０歳代、特にその後半の母親の出生率が 

    上昇し、逆に２０歳代の母親の出生率が著しく落ち込んでいる。平成８年の宮城県 

    での統計によれば、高年初産の割合は２３．５％、すなわち４人に１人が高年初産 

    といえる。高年初産は帝王切開の割合が３倍高まるとの報告もある。一方「年齢階 

    層別にみた人工妊娠中絶実施率の年次推移」をみると、大半は既婚女性が避妊に失 

    敗した「望まない妊娠」であるが、２０歳未満の未婚若年層の中絶が徐々にではあ 

    るが年々増加傾向にあり、平成８年には総数３３８，８６７件の中で２８，２５６ 



    件（８．５％）を占めている。さらに、中絶の妊娠週別の割合でみると２０歳未満 

    の中絶では１２～２１週、すなわち週数が進んでの中期中絶が多く、母親予備軍で 

    ある１０代の女性に身体的、精神的、経済的負担が強くかかっていると考えられる。 

    したがって、未婚若年女性の性と生殖の健康に関する指導、働く妊婦への支援、不 

    妊カップルの治療、高年初産のケア、周産期死亡率の低下など、少子化時代の産婦 

    人科医には大きな役割が期待される。 

 

13．少子化対策としての不妊治療 

    平成１１年２月に一般国民を対象に行った不妊治療に関する全国調査の結果を厚生 

  省の研究班が報告しているが、それによると、その時点で不妊治療を受けた者は全国 

  で２８５，０００人と推測され、その治療の内容は、排卵誘発剤によるものと、生殖 

  補助医療（人工授精、体外授精、顕微授精）によるものが、その大部分を占めている。 

   不妊治療患者の抱える現時点での問題点としては、・不妊治療に関する情報の不足、

  ・不妊治療に伴う肉体的、精神的苦痛、そして・不妊治療の経済的負担の３つが挙げ 

  られる。この中で最も大きな問題は経済的負担の大きさである。この負担軽減のため、

  不妊治療に保険を適用すべきであるという要望が強く打ち出されている。日本医師会 

  少子化対策委員会の中間報告（平成１１年３月）にも、このことが提案された。 

   保険給付の対象とするには、不妊症は疾病か否かということが問題になる。不妊そ 

  のものは健康障害を起こさず、日常生活に支障を来さないが、生殖機能の障害という 

  観点からは疾病と見做される。排卵誘発剤の使用や卵管閉塞に対する手術療法には、 

  現在でも保険給付が行われているが、最近急速に技術が進歩、普及してきた生殖補助 

  医療については現在未だ保険に収載されていない。生殖機能の障害に対する治療とい 

  う点では、その手技に対して保険を適用しない、という理屈は成り立たないであろう。 

   ただ保険適用には、その技術の普及、安全性の確認、有効性の担保などが必要であ 

  り、さらに倫理面からの検討も必要である。これらの問題に関して、これまで生殖補 

  助医療の実施ル－ルを規定してきた日本産科婦人科学会では、すでに１０年前に治療 

  法として定着していると評価し、出生児の詳細な追跡調査により自然妊娠児との間に 

   差がなく安全性は確認されていると判断しており、有効性については妊娠率１６％ 

  （人工授精）と２０％（体外授精）で、保険適用になっている薬物療法より高いこと 

  を研究班の報告として出している。また昨年２月に行われた一般国民の意識調査によ 

  れば、これを認めて良いとするものが６０％に達し、すでに社会的にも容認されたと 

  認めている。また平成１０年度に日本産科婦人科学会のアンケ－ト調査では、保険医 

  療の収載について７５％の医療機関が賛成と答えている。 

   このように生殖補助医療について、これに従事する医療関係者の間では、これを保 

  険適用すべきであるとのコンセンサスは得られているといってよい。しかし、実際に 

  保険に収載する場合には、多岐にわたる生殖補助医療技術のうち、どの技術をその対 

  象とするかという問題や、適用の内容、例えば年齢制限、回数制限を規定すべきか否 

  か、さらに経費の算定や実施施設の指定など、クリアしなければならない幾つかの問 

  題がある。 

   生殖補助医療技術に対する保険導入による経済的支援は、挙児を望みながら経済的 

  制約によって果たせないでいる人には大きな福音には違いないが、少子化対策の観点 

  から見た場合どのような効果が期待出来るであろうか。前述の日本医師会の中間報告 

  では、「成功例の出生数は１０万に達する可能性がある」と述べられている。保険適 

  用が出生数に及ぼす影響について、正確な予測は難しいが、潜在的需要の喚起により 

  出生数の増加に寄与する可能性は高いと考えられている。 



付．いわゆる三歳児神話について 

   いわゆる三歳児神話が一般化している。三歳児神話とは、「子どもは三歳までは常 

  時家庭において母親の手で育てないと、その後の成長に悪影響を及ぼす」というもの 

  である。育児における「母性」役割の強調は育児書でも広まっている。ところがこの 

  三歳児神話に対しては、保育所で過ごした子ども達の発達調査の結果で運動、探索、 

  社会性、言語などの面で遅滞はなく、むしろ運動面では優れた様相もあるとされ、母 

  親だけの家庭での保育ではむしろ母子の密着による弊害を生み、父親やその他の者が 

  育児に関わることのデメリットは何もないことから、最近批判もなされている。平成 

  １０年度の厚生白書では「三歳児神話には少なくとも合理的な根拠は認められない」 

  としてこれを否定している。たしかに三歳まで母親とべったりの生活が必要であると 

  する考えは是正されなければならない。そのような考え方が一般的に通用するならば、

  少子化はますます進むことになろう。 

    しかし「三つ子の魂百まで」という古諺があるように、三歳までの子どもの発達は 

  極めて顕著なものがある。医学的にも脳の発達、特に脳重量は三歳では成人の７０％ 

  位に達し、大脳皮質の構造も成人と変わらない６層構造になり、脳波も三歳を過ぎる 

  と成人に見られる睡眠覚醒のリズムの波形が現れる。また末梢神経の伝導速度も成人 

  の値に近づく。解剖・生理学的に三歳は大切な節目である。 

   また食事、睡眠、排便、着衣、清潔などの基本的生活習慣は三歳児までに基盤が形 

  成されるとされ、愛情、喜び、得意、嫉妬、怒り、嫌悪、恐怖などの将来情操に発展 

  する情緒の分化は三歳までに進む。これらは人格形成にとって重要な要因をなしてい 

  ると考えられ、三歳までが発達心理学的にも重要な時期であることを示唆している。 

   厚生白書でも「三歳児神話には合理的な根拠は認められない」と否定しながらも、 

  「乳幼児期」は「他者に対する基本的信頼感を形成する大事な時期」、「保育サ－ビ 

   スを選択し、利用しつつ、家庭にいる時間の子どもとの交流を大切に」との表現も 

  ある。 

   結論として、三歳児までの育児の重要性は決して否定されるべきではなく、少子化 

  に対する政策上も、たとえば産休や育児休暇の期間などについて、充分な配慮がなさ 

  れなければならない。



 

・ ．   少子社会への対応          

 

１．当面の対策と要望 

   少子化への対策について国（政府）は「少子化への対応を考える有識者会議」を組 

  織し、平成１０年末に出された具体的な施策に係わる提言に基づいて、昨年１２月に 

  は、少子化対策推進閣僚会議を開催し、厚生、文部、建設、労働、大蔵、自治の関係 

  ６省庁大臣の合意により、具体的には以下のような基本方針で各省庁の枠を越えた協 

  力をする申合せを行った。 

 ・ 固定的な性別役割分業や職場優先の企業風土の是正 

 ・ 仕事と子育ての両立のための雇用関係の整備 

 ・ 安心して子どもを産み、ゆとりをもって健やかに育てるための家庭や地域の環境 

    づくり 

 ・ 利用者の多様な需要に対応した保育サ－ビスの整備 

 ・ 子どもが夢を持ってのびのびと生活出来る教育の推進 

 ・ 子育てを支援する住宅の普及など生活環境の整備 

   このような方針を土台にして新エンゼルプランが策定されている。 

    これらはいずれも極めて妥当な方策であり、実現へ向けて努力されるべきであるが、

  全体としてあくまでも出生数を増やすことを念頭においている。しかしその効果は現 

  れるとしても、一世代後、すなわち２０～３０年後である。同時に考えなければなら 

  ないのは、少なくなった子ども達が心身ともに健康に成長し、次代を担うしっかりと 

  した大人になって貰うことである。その点では・が特に重要であり、単に政策提言と 

  してではなく、国民の全てが考え、積極的に関わるべき課題であり、そうでなければ 

  効果は期待出来ないであろう。「子育てに夢を持てる社会を」から一歩進んで「子ど 

  も達が夢を持てる社会を」に視点を移す必要もあるであろう。 

   それに関連して地域の視点も重要であり、自治体が展開している村おこし町おこし 

  の運動が、児童の健全な育成に資するところは大きく、高齢社会に対する介護体制と 

  少子社会に対する次世代の健全育成策を、地域における新たな生活意識と行政秩序に 

  よって推進することが重要である。 

   結婚した夫婦が子どもを産まない理由として「家が狭い」は「子育てに経費がかか 

  る」「教育費がかかる」に次いで第３位であるが、・と・については少子化の背景要 

  因としては重要であるので、具体的な施策を早急に展開すべきである。すでに本報告 

  「・－９」で指摘している大都市における住宅のミスマッチを解消すること、同時に 

  職住近接を可能とするための諸条件を整備する必要がある。家庭における夫婦の役割 

  分担や協力を考えれば、親子、家族が出来るだけ時間を共有することが望ましい。通 

  勤時間は有効に使えないので、これを出来るだけ短縮するような施策が望ましい。 

   また、高齢社会では多数決原則のもとで施策が短視眼的になるおそれがある。すな 

  わち、これまでがとかくそうであったように高齢者のための施策が重視され、少子化 

  は二次的に扱われる。思い切って若い子育て家庭の意見を尊重し、青年層の発言力を 

  制度的に担保する必要がある。例えば、将来は子どもに選挙権を与える（実際にはど 

  ちらかの親が代行する）、あるいは選挙権に年齢の上限を設ける位の大胆な発想が検 

  討されてもよいと思う。 

 

２．活力ある少子社会の構築 

   少子社会への対応について短期的・中期的に諸政策を論議することと並んで、社会 



  全体の将来展望について一考することが必要である。少子化の強いインパクトを受け 

  止めながら、どのような形の社会へ向かってソフトランディングを行うことが望まし 

  いのかについて検討する必要があるからである。 

   最近の各方面の意見を要約すると、２１世紀は「変化と柔軟性の世紀」であり、「 

  自立的な個人が主役になる世紀」であるといわれる。たしかに今日は近代からポスト 

  近代へ、工業社会から情報社会へ、という長期にわたる大転換期であり、激動期であ 

  るといってよい。その意味で固定的な観念や行動様式に代わって、しなやかな知が求 

  められている。そして個人のライフスタイルは多様化し、個人は自分にふさわしいラ 

  イフスタイルを自己決定し、それを生涯の学習を通して創っていく責任をもつ。この 

  ような個人が組織に替わって主役を演ずる社会が２１世紀であり、個人のライフスタ 

  イルの多様化、社会全体の価値観の多様化が進むといわれている。   

   すでに進みつつある国際化・情報化は、結果として社会生活の開放性と異質性を増 

  加させるから、多様化は一層促進される。しかしながら他方では、多様化、ボ－ダレ 

  ス化は既存のグル－プ・アイデンティティを破壊するので、閉鎖性や同質性を維持し 

  ようとする対抗的な動きも発生する。とはいえ多様化の勢いは圧倒的であり、これか 

  らの社会は多様性を生きる社会となるであろう。 

   将来展望で考慮すべきもう一つの条件がある。それは日本の社会は経済の低成長、 

  環境保全、資源の枯渇、国際ル－ルや各種のグロ－バルスタンダ－ドの遵守など、か 

  つてない強い拘束を受けるということである。少子化・高齢化もその拘束の一つであ 

  り、最大のものかも知れない。そのような厳しい拘束の下で多様性を生きる社会、こ 

  れが２１世紀の日本である。したがって将来展望の課題は、厳しい拘束と多様性の下 

  でなおかつ活力を失わない均衡社会をいかにして構築し得るか、ということになるで 

  あろう。 

   そのための若干の論点を以下で整理しておく。 

  ・  市場セクタ－、政府セクタ－、社会的経済（ＮＰＯ）セクタ－の三者関係の調整 

     昨今、規制緩和の名のもとに、市場セクタ－の拡大が進み、教育すらが市場に委 

    ねられる傾向があるが、三者関係を適切に調整することは極めて重要な課題であり、 

    特に社会的経済といわれる協同活動分野、ＮＰＯ、ＮＧＯ等の本来調整機能の強い 

    活動分野の一層の拡大が望まれる。 

  ・  「ネットワ－ク型コミュニティ」の構築 

     日常生活を支える地域コミュニティの重要性はいうまでもない。環境問題発現の 

    場として、災害における助け合いの場として、福祉活動及び社会的弱者を支援する 

    相互扶助の場として、子ども達を見守り育てる場として、今や社会分権の現場とし 

    て、そして外国人と共住する多文化共生の場として、地域コミュニティはいよいよ 

    重要になってきている。かつての閉鎖的な地域共同体ではなく、都市型生活様式の 

    浸透する中で、ボランティアをネットワ－カ－とし、知り合いの連鎖をたどるよう 

    な弱連結型のコミュニティを構築する必要がある。それは少子化の衝撃を吸収する 

    上で不可欠の存在と言ってよい。 

  ・  マルチメディアの活用 

     これらのコミュニティは、最近の高度情報通信社会の進展に伴う、情報通信技術 

    に支えられ、インタ－ネットやマルチメディアの空間として、大きく充実・発展す 

    ることが期待される。少子社会では、子ども達にとってはゲ－ムに熱中して友達と 

    直に触れ合う時間がなくなる面が懸念されるが、逆にインタ－ネットを通して広く 

    国内外に友達が出来、時には協同制作、協同作曲、協同作文なども可能となるプラ 

    スの面が大きい。ネットワ－クでの会話、映像を通しての対話など、現実の集団生 



    活をいわゆるバ－チュアルな空間で補う事態が生じる。離れて生活する家族が国際 

    電話等で交流し、人間関係の絆を強めるのと同様に、現実の社会での接触とネット 

    ワ－ク上の接触を巧みに組み合わせることによって、少子化による子どもの社会的 

    相互作用の機会の減少を補完出来るであろう。 

     大人にとっては、インタ－ネットは巨大な情報源である。多くのサイトが育児情 

    報、子育てに役立つ生活情報、社会の動向などを提供している。そこから必要な情 

    報を吸い上げて日常の育児生活の充実を図ることが出来る。            

   さらに、インタ－ネットによる仕事が在宅でも充分に出来るような時代になりつ 

    つあるので、いわゆるＳＯＨＯ (Small Office/Home Office) のみでなく、企業に 

    勤めていても、ネットワ－クを通して在宅勤務が可能である。このような状況下で 

    は、若い父母が自宅で育児をしながら仕事を続けることが出来、安心して子育ても 

    出来る。長期の育児在宅勤務という形態も考えられる。 

     少子化対策に、情報通信技術を本格的、多面的に活用することが必要である。 

  ・  核家族の動揺変貌とパラサイト・シングル問題 

     性別役割分業の関係にある夫婦と二人程度の子どもからなる核家族は、１９７０ 

    年代の日本では典型的、標準的な家族形態であった。しかし現在はかなり変貌がみ 

    られる。形態の多様化であり、どんな家族の形を作るかは個人の選択の問題となっ 

    てきている。少子化に直接影響を及ぼす晩婚化、非婚化もまた多様化の一環であり、 

    核家族を安定した固定的なものとして捉えると現実を見誤る恐れがある。社会学者 

    が注目する現在の問題は、いわゆるパラサイト・シングルである。これは先進国で 

    も日本に特有の現象とされ、現在１，０００万人を超えるという。社会的に自立出 

    来るはずの子どもと中年の親が同居し、相互に依存関係にある状態は、ある期間は 

    双方にとって快適なぬるま湯でありうるが、親子が齢をとるにつれて氷水に変わっ 

    ていくはずである。 

      人生８０年の長寿時代では、育てられるのに２０年、育てるのに２０年、残り  

    ４０年は家族から適当な間隔をとって、社会的に自己実現することに活動の舞台を 

    広げることが有意義である。 

  ・  適応的に変化する自己アイデンティティ 

     近代の個人主義の価値観は、個人が一貫したアイデンティティを保持することを 

    美徳としていた。しかし、２１世紀は「変化と柔軟性」、「自立した個人が主役」 

    の時代であるという。一貫性のみを重視すると、波乱が続く環境では不適応を起こ 

    しやすい。変化への適応と一貫性の保持とのバランスをとりながら、生涯の発達諸 

    課題を解決していくために、個人はライフコ－ス全体を、幾つかの異なるステップ 

    に応じてアイデンティティを柔軟に再編成する必要がある。人生は一毛作ではなく 

    多毛作であり、生涯学習が重視される由縁である。 

  ・  価値の無差別性、多様性の尊重 

     価値の多様性はライフスタイルの多様性と表裏をなしている。たとえば産業社会 

    では働き盛りの中年男性が最も高い評価を与えられ、青少年は未熟で、老年は用済 

    みの存在に過ぎなかった。しかし少子高齢社会では性や年齢によって個人の差別は 

    あってはならず、すべての年齢の人は等しい価値をもつ。この点でこれまでの日本 

    社会では男性中心で中年が優先され過ぎてきた嫌いがある。 

  ・ 共生の作法 

     かつてない強い拘束と多様性の中で、なお活力を失わない均衡社会を構築するた 

    めに不可欠なものは「共生の作法」である。共生という言葉は耳当たり、口当たり 

    のいい言葉であるが、厳しい挑戦と応戦を通して矛盾を解決することによってかろ 



    うじて達成される平衡状態である。作法とは倫理、論理、心理を包括する。少子社 

    会を支え得る社会規範は共生の作法を措いて他にないであろう。私たちはその育成 

    のために、今後長い学習と試行錯誤を必要とする。 

  ・  「生命」尊重の教育体系 

     当委員会が続けてきた多方面にわたる議論の中から、共通して浮かび上がってく 

    るのは「教育」の重要性とその課題である。何を教育の柱とすべきか、については 

    議論が多いが、「生命の尊重」を中心に据え、・生命の誕生に喜びを感じる教育、 

    ・生命の死に悲しみを感じる教育、・生命の尊厳を感じる教育、この３つを基本理 

    念として初等教育から高等教育、さらに生涯教育まで一貫した教育の体系を確立す 

    ることが重要であると考える。 



 

・ ．  おわりに    

 

  少子化の議論はプラス、マイナス様々な評価がある。従来はとかくマイナス面が強 

  調され過ぎてきたと思われる。出生率の低下に歯止めをかけるために、可能性のある 

  あらゆる方策を講ずる必要はあるが、同時に地球上の資源は有限であり、食糧やエネ 

  ルギ－，あるいは環境問題を地球規模で考えるならば、日本は今後「少子化先進国」 

  として世界にその範を示すチャンスとしても捉えるべきであろう。 

   今や有識者会議、国民会議、閣僚会議、議員連盟、その他多くの会議や様々な民間 

  団体から積極的に提言や施策が出されているが、場当たり的な、姑息的な対策では効 

  果は期待出来ず、地球的視野と長期的展望に立って議論し、結論を導くことが必要で 

  ある。また、子ども達の立場を考え、子どもの権利を尊重する社会的な基盤を作るこ 

  とも大切である。それは決して子どもを甘やかしたり、子どもの言いなりになること 

  ではなく、子どもを大人の付属物と考えないで、一個の独立した人格として尊重する 

  ことである。親や教師は、愛情と厳しさと権威とをもって育児と教育に当たるべきで 

  ある。 

   少子化対策は単に出生率の低下に歯止めをかけ、タックスペイヤ－を増やせばよい 

  と言うような次元の低い話ではないと思う。次世代あるいは次々世代には、地球温暖 

  化や環境問題、人口・食糧問題をはじめ多くの難問の解決が課せられている。そのよ 

  うな世代の育成を念頭においた対策が考えられなければならない。 

   今から１００年前、スエ－デンの女性教育者エレン・ケイは「子どもの世紀」とい 

  う著書を著した。その中で彼女は「来るべき世紀は子どもの世紀となるであろう。子 

  どもの権利が守られるときに道徳は完成する。」と述べている。残念ながらこの言葉 

  は２０世紀には実現しなかったが、現在行われている少子化に関する議論が、大人本 

  位の論理ではなく、子どもを大切にするという思想を原点に据え、子どもの権利を尊 

  重し、若者や子ども達の視点に立って考え行動することが、少子化に歯止めをかける 

  ためだけでなく、真に持続可能な発展する社会を築き、２１世紀を明るい子どもの世 

  紀とするために基本的に重要なことである。



 
 16                ヒアリング等の記録     
 

        

１．女性会員・研究連絡委員会委員より                 

      

 ・ 原 ひろ子（第１部会員、お茶の水女子大学ジェンダ－研究所長） 
   (10-6-19)  「地球環境と人口」課題の中の日本における「少子化問題」 

 ・ 浅倉むつ子（第２部社会法学研連委員、東京都立大学教授） 

   (10-8-27)  「労働法の視点からみた少子化問題」 

 ・ 伊藤 セツ（第３部経済政策研連委員、昭和女子大学女性文化研究所教

授） 
   (10-12-24) 「働く女性の子産み、子育てへの社会的サポ－ト」   

      

 ・ 室伏きみ子（第４部生物学研連委員、お茶の水女子大学理学部教授） 

   (11-2-19)  「少子化をめぐる女子学生の意識調査と生物学からみた少子化」 

 ・ 大熊由起子（第５部工学共通基盤研連委員、朝日新聞論説委員） 
   (10-12-24) 「福祉と技術と少子化と」 

 ・ 島田 淳子（第６部会員、お茶の水女子大学家政学部教授） 

   (10-6-19)  「少子化の要因に関する家政学的考察」 

 ・ 跡見 順子（第７部体力科学研連委員、東京大学総合科学研究科教授） 

   (10-8-27)  「少子化 －発想の転換を－」       
 

２．専門家・有識者より 

 ・ 椋野美智子（日本社会事業大学教授、前厚生省大臣官房地域政策推進室

長） 
   (10-10-30) 「少子化を考える －厚生白書を通して－」 

 ・ 大江 守之（慶応義塾大学教授、国立社会保障人口問題研究所部長） 

   (11-4-23)  「少子化の要因と帰結：政策の射程」 

  

３．会員（少子社会の多面的検討特別委員会委員）より   
 ・ 塩原  勉 「少子安定社会への展望」(11-12-21)  

 ・ 荒木 誠之 「少子化の問題点と当面の課題」(11-11-5)  

 ・ 藤井弥太郎 「少子均衡社会の問題 －経済の側面から－」(11-9-3) 

 ・ 岡本 和夫 「教育から見た少子社会」(11-11-5)  

 ・ 伊藤  滋 「少子化への対応を考える有識者会議の提言について」(1
1-2-19)  

 ・ 高橋  貢 「農学の立場から」(11-9-3) 

 ・ 野田起一郎 「少子化対策と不妊治療」 (11-12-21)  

  

４．公開シンポジウム「少子化を考える」 講演者 (10-7-25)  
 ・ 多田  啓也（第７部会員、少子社会特別委員会幹事、東北大学名誉教

授） 

         「日は沈むのか」 

 ・ 田中 敏隆（第１部会員、少子社会特別委員会幹事、大阪教育大学名誉

教授） 
         「少子社会と教育」 

 ・ 伊藤 セツ（第３部経済政策研究連絡委員会委員、昭和女子大学女性文化研究

所教授） 

         「女性の立場から」 

 ・ 古賀 詔子（日本母性保護産婦人科医会宮城県支部常任理事、古賀クリニッ
ク院長） 



         「産婦人科医の立場から」 
  ・ 小田  清一（厚生省児童家庭局母子保健課長） 

         「少子化を取りまく問題」 

                  参考文献     
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20日)   
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 ・ 環境保健学研連: 公開シンポジウム「内分泌攪乱化学物質（環境ホルモ

ン）の影響は 
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３．その他の論文、文献等 

 

 ・  少子高齢化社会における保健医療改革  M.R.Reich:第102 回日本小児科学会
特別講演  

   1999年 4月 

 

  ・  子ども達がテレビ等視聴、ファミコン等で遊んでいる実態と肥満との関
係調査成績 

   日本小児科学会雑誌 99:1700-3、1995               

      

                                   

      



 ・ 日本医師会少子化対策委員会 中間報告 1999年 3月        
      

                                   

      

 ・ 1999  人口の動向  日本と世界  国立社会保障人口問題研究所編 1999年

11月   
 


